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第１章 環境行政の意義と体制 

第１節 環境行政の意義 

 本市は、恵庭岳とその裾野につらなる緑の森林地帯が市域の西半分を覆い、ここを源としたまちを潤す漁川の清流など豊かな自然

に囲まれ、また、「道都札幌」や空の玄関「新千歳空港」に隣接した道央圏という地理的条件に恵まれ、将来像として「花・水・緑 人

がつながり 夢ふくらむまち えにわ」を目指し、コンパクトなまちづくりをすすめています。 

 一方、都市化が進展するにつれ人間の生活は飛躍的に便利なものとなった半面、資源やエネルギーを大量に消費し、身近な環境に

負荷を与え、自然の生態系や地球環境に影響が及ぶまでに至っています。 

 人と自然とが共生することができる社会をつくりあげていくために、一人ひとりが環境問題に対する理解と知識を深め、市民・事

業者・行政が一体となって環境保全活動を実践していくことが大切です。 

◎ 恵庭市の概況 

○ 位 置： 東端 東経141度39分10秒 

        西端 東経141度14分07秒 

        南端 北緯42度47分45秒 

        北端 北緯42度59分16秒 

○ 海 抜： 34.1 m 

○ 面 積： 294.65㎞2

○ 人口／世帯数：  

人 口 70,033人 69,994人 69,900人 69,626人 69,447人 

世帯数 34,569世帯 34,237世帯 33,779世帯 33,331世帯 32,867世帯 
R4.3.31現在 R3.3.31現在 R2.3.31現在 H31.3.31現在 H30.3.31現在 

第２節 環境行政の体制 

1．本市の環境担当部局の機構 

市生活環境部では、戸籍・住民票、町内会活動、廃棄物及び環境関連など、市民生活に密接に関係することを担当しています。こ

のうち、環境課と廃棄物管理課が環境関連担当セクションとして位置付けられています。 

＜図1 本市の環境担当部局機構図（ 令和3年4月1日現在 ）＞ 
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２．恵庭市環境審議会 

 政策に関する重要事項について、市民の意見を幅広く聴き反映させるため、各種の審議会が設置されており、審議会は市長の諮問

機関として関係団体の代表及び識見者などから構成されています。 

環境政策に関する審議会では、「恵庭市環境基本条例（平成9年 条例第21号）」に基づき、「恵庭市環境審議会（委員名簿：表1）」

が設置されています。 

委員については、環境基本計画の見直し時、また、水道水源保全条例の規制物質や規制地域の変更時など、環境政策に関する重要

事項について市民の意見を幅広く聴いて反映させるために、一般公募や事業者代表、市民代表及び識見者の中から市長が委嘱（任期

は2年）することとしています。 

      ＜ 表1：恵庭市環境審議会委員名簿（ 令和2年6月～令和4年5月 ）＞ ※５０音順（会長・副会長除く） 

委 員 氏 名 選 出 区 分 

会 長 佐 藤   俊 識見を有する者 

副会長 市 川 浩 樹 市民（一般公募） 

委 員 高 澤 一 昭 事業者 

委 員 大 石 輝 彦 事業者

委 員 古 澤 智 徳 事業者 

委 員 釜 田 英 司 事業者 

委 員 津 谷 昌 樹 識見を有する者 

委 員 庄 司 開 作 事業者 

委 員 反 田 真 嗣 事業者 

委 員 豊 田 利 之 事業者 

委 員 日 野 隆 彦 事業者

（令和4年3月末現在）     

３．自然保護監視員・鳥獣保護員 

 北海道では、北海道自然環境等保全条例（昭和48年北海道条例第64号）及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律（平成14年法律第88号）に基づき自然環境保全監視員制度を設け、全道に自然保護監視員と鳥獣保護員を配置（いずれも任期は

1年）しています。本市からは令和元年度より自然保護監視員に上松 博文さん、鳥獣保護員に大塚 武さんが委嘱され、環境緑地保

護地区等の適正管理や狩猟に対する指導・監視などを行っています。 

４．自然公園指導員 

 国では、自然公園指導員設置要綱に基づき、国立・国定公園の保護と適正な利用のため、環境省自然環境局長の委嘱により全国に

およそ3,000名の自然公園指導員を配置（任期は2年）しています。本市からは平成30年度より石丸 裕之さんと安藤 秀彦さんが

委嘱され、動植物保護や美化清掃並びに事故防止などの利用者指導及び情報提供などを行っています。 
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第２章 公害対策の状況 

第１節 大気環境及び生活環境の保全  

1．大気汚染の防止に関する取り組み  

(1) 大気に関する環境基準   

大気を汚染する物質として、硫黄酸化物・窒素酸化物・炭化水素・浮遊粒子状物質・オキシダント・PM 2.5などがあり、それぞれ

環境基準が定められています（ 表2-1 ）。これら基準については、汚染物質の科学的知見の充実等により見直されることがあります。 

＜ 表2-1：大気の汚染に係る環境基準 ＞ 

大気汚染物質 環 境 上 の 条 件 

二 酸 化 硫 黄 1時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1 ppm以下であること。 

一 酸 化 炭 素 1時間値の1日平均値が10 ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20 ppm以下であること。 

浮 遊 粒 子 状 物 質 1時間値の1日平均値が0.10 mg／ 以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg／ 以下であること。

二 酸 化 窒 素 1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント 1時間値が0.06 ppm以下であること。 

ベ ン ゼ ン 1年平均値が0.003 mg／ 以下であること。

トリクロロエチレン 1年平均値が0.13 mg／ 以下であること。

テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2 mg／ 以下であること。

ジ ク ロ ロ メ タ ン 1年平均値が0.15 mg／ 以下であること。

ダ イ オ キ シ ン 類 1年平均値が0.6pg-TEQ／ 以下であること。 

微 小 粒 子 状 物 質 

（ＰＭ  2 . 5） 
1年平均値が15 μg／ 以下であり、かつ、1日平均値が35 μg／ 以下であること。 

【 メモ（環境基準とは？） 】

● 環境基準とはなにか

特定の場所や施設ではなく、広い範囲の普通一般の空気

や海や河川等における基準で、人間の健康と暮らしの環境

を保護するうえで守ることが望ましいとされている基準で

す。言わば強い努力目標です。

● 基準を達成するように誰が責任を持たねばならないか

環境基準自体は努力目標値ですが、国などの行政が監視

や測定等を行って、これが達成できるようにする責任があ

ります。このために、必要とあれば行政は新たに法律や条

例を作ったり、基準達成に向けた地域全体の取り組みを先

導するなどして手段を講じなければなりません。
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 (2) ばい煙・粉じん発生施設への対策   

公害を未然に防ぐために、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）、北海道公害防止条例（昭和46年 条例第38号）及び恵庭市

公害防止条例に基づいて、ばい煙や粉じんなどを発生する可能性のある特定の種類の施設については、その設置内容・使用方法等を

事前に届け出なければならないことになっており、これらの施設に対しては規制基準の遵守を義務づけています。 

規制基準と規制項目は、施設の種類や規模ごとに異なっており、本市では、ばい煙発生施設であるボイラーに関する届け出が多い

状況となっています。 

令和4年3月末現在での届出状況は（ 表2-2 ）のとおりで、法の対象となる施設については、道が立入調査などにより実際の使用

状況等を確認しています。 

＜ 表2-2：ばい煙等発生施設数 ( 令和4年3月末現在 ) ＞ 

法・条例 

施  設 

大 気 汚 染 

防 止 法 

北海道公害 

防 止 条 例 

恵庭市公害 

防 止 条 例 

ばい煙 

ボ イ ラ ー 214 － 96 

乾 燥 炉 等 4 － 2 

廃 棄 物 焼 却 炉 2 － 1 

加 熱 炉 0 － 0 

そ の 他 9 － ― 

施 設 数 合 計 229 － 99 

工 場 等 数 77 － 55 

粉じん 

堆 積 場 5 － 1 

原材料等置場（鉱物・土石以外） － － － 

ベルトコンベア・破砕機・ふるい等 11 60 － 

そ の 他 0 6 12 

施 設 数 合 計 16 66 13 

工 場 等 数 5 9 4 

（1事業場で多数施設ある場合有り）     

【 メモ（規制基準とは？） 】

● 規制基準とはなにか

環境基準がある程度広い範囲に対して設けられているの

に対し、規制基準は特定の事業所や施設から直接出るばい

煙、排水や騒音に対して適用される基準で、公害を直接的

に防止するために設けられています。

● 基準を満たすように誰が責任を持たねばならないか

規制基準を守ることは個々の事業所や施設側の義務であ

り、みずからが監視や測定を行い、基準を満たしているか

を確認し、超過しないように手段を講じる責任を持ちます。

その責任を放棄したりすると刑罰の対象となります。
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(3) スパイクタイヤ   

スパイクタイヤを装着した自動車が道路を損傷することにより発生する粉じんによる大気汚染が深刻な社会問題となったことから、

平成2年に「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が施行され、恵庭市も同法律第5条に基づく指定地域に指定されま

した。この法律では、緊急車両等を除き、指定地域内の舗装道路の積雪又は凍結のない部分において、スパイクタイヤを使用しては

ならないとされています。 

恵庭市では、冬期間、市役所前駐車場において月 1 回スパイクタイヤ等装着率調査（ 表 2-3 ）を行っていますが、スパイクタイ

ヤの使用はほとんどありません。なお、令和2年度までは、毎年１１月から３月まで、令和3年度は１月から３月までの間に調査を

実施しました。

＜ 表2-3：スパイクタイヤ等装着率調査 ＞ 

年度 調査台数 スパイクタイヤ スパイクタイヤ装着率 

平成24年度 589 1 0.2% 

平成25年度 489 0 0.0% 

平成26年度 562 0 0.0% 

平成27年度 552 0 0.0% 

平成28年度 557 1 0.2% 

平成29年度 454 0 0.0% 

平成30年度 517 0 0.0% 

令和元年度 517 0 0.0％ 

令和2年度 504 0 0.0％ 

令和3年度 293 0 0.0％ 

(4) 大気汚染に関する公害苦情   

恵庭市における大気汚染に関する公害苦情については、住宅用ストーブや野焼きから発生するばい煙などがあります。苦情処理件

数（ 表2-4 ）は総じて多くはなく、年間1件から2件程度で推移しており、令和3年度については苦情はありませんでした。 

＜ 表2-4：大気汚染に関する公害苦情処理件数の推移 ＞

年度 ばい煙 粉じん 合計 

平成24年度 0 0 0 

平成25年度 0 0 0 

平成26年度 0 0 0 

平成27年度 1 0 1 

平成28年度 1 1 2 

平成29年度 0 0 0 

平成30年度 4 0 4 

令和元年度 0 0 0 

令和2年度 1 0 0 

令和3年度 0 0 0 
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2．生活環境に係る問題への取り組み 

生活環境を保全するうえでは、大気汚染のほかに主に人の感覚に関わる問題である騒音・振動・悪臭が重要課題となっています。

騒音・振動・悪臭に関する苦情は、本市に寄せられる公害等の苦情のなかでも多い件数を占めており、発生源も多様化しています。

これらの問題について次の施策を推進しています。 

(1) 騒音に関する環境基準（ 区域区分図：資料1 ）

騒音規制法（昭和43年法律第98号）、振動規制法（昭和51年法律第64号）は、工場等における事業活動や建設工事に伴って発生

する相当広範囲にわたる騒音及び振動について必要な規制を行うなど、生活環境を保全し国民の健康の保護に資することを目的とし

て制定され、地域指定制をとっています。区域の指定は平成24年4月1日より市長が行っており、都市計画法（昭和43年法律第100

号）による用途地域の定められている区域については、原則として当該用途地域の区分に従うとされていますが、工業専用地域のよ

うな住民の生活環境を保全すべき実態がない区域については、指定から除外しています（ 表2-5 ）。 

＜ 表2-5：騒音及び振動の区域区分と都市計画の用途地域の対照表 ＞ 

環境基本法に基づいて、騒音に関しては「騒音に係る環境基準」と「航空機騒音に係る環境基準」の2種類の基準が設定されてお

り（ 表 2-6、表 2-7 ）、市では騒規制法に基づく規制区域と整合を図りながら、環境基準の地域類型を指定しています。なお、振動

に関しては、人の健康や生活環境に与える影響が定量的に把握することが難しいなどの理由により、環境基準は定められていません。 

＜ 表2-6：騒音に係る環境基準 ＞ 

地域の 

区 分 
類
型 騒音規制法に基づく地域指定 車 線 

昼  間 

6～22時 

夜  間 

22～6時 

一般地域 

A 

第1種区域及び第2種区域 

（ 都市計画法上の用途地域が第1・2種低層住専及び第1・

2種中高層住専に限る。 ） 55 dB 45 dB 

B 第2種区域（ 類型Aを当てはめる地域を除く。 ）

C 第3種区域及び第4種区域 60 dB 50 dB 

道路に面 

する地域 

A 

第1種区域及び第2種区域 

（都市計画法上の用途地域が第1・2種低層住専及び第1・2

種中高層住専に限る。） 

2車線以上 60 dB 55 dB 

B 第2種区域（類型Aを当てはめる地域を除く。） 2車線以上 
65 dB 60 dB 

C 第3種区域及び第4種区域 1車線以上 

※ 基準値のdB（デシベル）は等価騒音レベル（ Leq ） 

※ なお、道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表に関わらず、特例として次表の基準値とする。

（ 幹線道路近接空間における特例 ） 

騒音の区域区分 振動の区域区分 都市計画の用途地域 

第1種区域 

第1種区域 

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住宅専用地域（ 第1種中高層住居専用地域及び第

2種中高層住居専用地域のうち、中高層住宅が一団として建設されている地区 ）

第2種区域 
第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種

住居地域及び準住居地域 

第3種区域 
第2種区域 

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

第4種区域 工業地域 
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＜ 表2-6（続き）：騒音に係る環境基準－幹線道路近接空間における特例－＞ 

昼  間 

6～22時 

夜  間 

22～6時 
◎ 幹線道路の定義 

・高速道路、国道、道道、4車線以上の市道 

◎ 幹線道路近接空間の定義 

・2車線以下の幹線道路なら、道路境界から15 m背後までの範囲 

・2車線超の幹線道路なら、道路境界から20 m背後までの範囲 
70 dB 65 dB 

備 考 ： 個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められると

きは、屋内へ透過する騒音に係る環境基準（ 昼間は45 dB以下、夜間は40 dB以下 ）によることができる。 

＜ 表2-7：航空機騒音に係る環境基準 ＞ 

地域の類型 基準値（単位：Lden） あてはめる地域 

Ⅰ 57 以下 専ら住居の用に供する地域 

Ⅱ 62 以下 Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 

(2) 騒音・振動対策 

ア）騒音・振動発生施設への対策 

騒音規制法、振動規制法及び恵庭市公害防止条例では、市街化区域のうち工業専用地域を除く地域が規制区域として指定されてい

ます。この区域内で騒音や振動を発生する一定規模以上の特定の施設を設置しようとしている事業者は、公害を未然に防ぐため、施

設の設置内容・使用方法等の事前届出とともに、規制基準の遵守を義務づけています（表2-8）。また、道公害防止条例では、規制区

域外について、特定の騒音・振動発生施設について届出対象としています。令和４年3月末現在での届出状況を（ 表2-9、表2-10 ）

に示します。また、規制基準の遵守状況については、近隣などからの苦情等により、必要があると認められる時は、指導・勧告等を

実施しますが、令和3年度に指導・改善勧告等を行ったケースはありません。 

＜ 表2-8：特定工場において発生する騒音・振動の規制基準 ＞ 

騒音 

時間区分 

区域区分 
朝・夕 昼 間 夜 間 

振動 

時間区分 

区域区分 
昼 間 夜 間 

第1種区域 40d B 45 dB 40 dB 
第1種区域 60 dB 55 dB 

第2種区域 45 dB 55 dB 40 dB 

第3種区域 55 dB 65 dB 50 dB 
第2種区域 65 dB 60 dB 

第4種区域 65 dB 70 dB 60 dB 

※ 騒音の時間区分：朝・夕6時～8時・19時～22時、昼間8時～19時、夜間22時～6時 

振動の時間区分：昼間8時～19時、夜間19時～8時 

※ 規制基準値は特定工場の敷地境界で測定した場合のレベル 

◆◇用語説明◇◆ 
 ●等価騒音レベル（ Leq ）：ある測定時間において実際に得られた多数の測定値について、その騒音エネルギーの総曝露量が、

同一時間内にて等しくなるように算出された定常音（時間によって変動しない一定の騒音レベル）の騒音レベルのこと。自
動車騒音等は、時間と共に不規則かつ大幅に騒音レベルが変化しますが、等価騒音レベルはその変動する音に対する人間の
生理・心理的反応によく対応することから、多くの国で環境騒音の評価に採用されています。 

 ●時間帯補正等価騒音レベル（ Lden ）：昼間、夕方、夜間の時間帯別に重み付けを行った 1 日の等価騒音レベルのこと。航
空機騒音の評価指標として国際的に用いられており、日本でも航空機騒音の環境基準に用いられている。
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＜ 表2-9：騒音発生特定施設数 ( 令和4年3月末現在 ) ＞    ＜ 表2-10：振動発生特定施設数 ( 令和4年3月末現在 ) ＞ 

法・条例 

施設 
騒音規制法

北海道公害

防止条例

恵庭市公害

防止条例

法・条例 

施設 
振動規制法

北海道公害

防止条例

金 属 加 工 機 械 1 74 24 金 属 加 工 機 械 4 121

空気圧縮機・送風機 84 403 34 圧 縮 機 25 125

土石・鉱物用施設 － 21 1 土石・鉱物用施設 － 21

建設用資材製造機 1 6 － コンクリート製品製造機械 1 3

木 材 加 工 機 械 16 13 3 木 材 加 工 機 械 4 －

印 刷 機 械 8 10 － 印 刷 機 械 3 9

そ の 他 － 5 104 そ の 他 － 9

施 設 数 合 計 110 532 166 施 設 数 合 計 37 288

工 場 等 数 40 42 38 工 場 等 数 16 49

（ 1事業場で多数施設ある場合有り ）  （ 1事業場で多数施設ある場合有り ） 

イ）特定建設作業の騒音・振動対策 

特定施設の設置と同様、著しい騒音や振動を発生する機械を用いた建設作業は、法に基づき事前に届出を行うことになっており、

その作業の実施にあたっては、発生する騒音・振動のレベル、作業する曜日や時間帯等について規制を受けます（ 表2-11 ）。 

令和3年度までの届出状況を（ 表2-12 ）に示します。また、規制基準の遵守状況については、近隣などからの苦情等により、必

要があると認められる時は、指導・勧告等を実施しますが、令和2・３年度に指導・改善勧告等を行ったケースはありません。 

＜ 表2-11：特定建設作業の作業基準 ＞ 

区  分 

作業種類 

騒音規制法に基づく 

特 定 建 設 作 業 

振動規制法に基づく 

特 定 建 設 作 業 

第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域 

敷地境界における騒音・振動レベル 85 dB 75 dB 

作業ができない時間帯 19時～7時 22時～6時 19時～7時 22時～6時 

1日当たりの作業時間 10時間まで 14時間まで 10時間まで 14時間まで 

同一場所における作業期間 連続6日間まで 連続6日間まで 

作    業    日 日曜日その他の休日を除く 日曜日その他の休日を除く 

【 区域区分の定義 】 

【第1号区域】 

騒音規制法の規定

により指定された

第1種及び第2種区

域の全域並びに第3

種及び第 4 種区域

のうち学校、保育

所、病院、患者入院

施設を有する診療

所、図書館、特別養

護老人ホーム並び

に幼保連携型認定

子ども園の敷地の

周囲概ね80 m以内

の区域 

【第2号区域】 

騒音規制法の規定

により指定された

第3種及び第4種区

域であって左記第1

号区域以外の区域 

【第1号区域】 

振動規制法の規定

により指定された

第 1 種区域の全域

並びに第 2 種区域

のうち学校、保育

所、病院、患者入院

施設を有する診療

所、図書館、特別養

護老人ホーム並び

幼保連携型認定子

ども園の敷地の周

囲概ね80 m以内の

区域 

【第2号区域】 

振動規制法の規定

により指定された

第 2 種区域であっ

て左記第 1 号区域

以外の区域 
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＜ 表2-12：特定建設作業届出数＞ 

法・条例 

年度 
騒音規制法 振動規制法 

平成28年度 6 4 

平成29年度 8 8 

平成30年度 6 4 

令和元年度 8 11 

令和２年度 5 2 

令和3年度 8 6 

ウ）自動車交通騒音調査（評価位置図：資料2 ）

恵庭市における自動車騒音の常時監視は、国道、道道及び道東自動車道の全幹線道路を5区分し5年サイクルで沿道の片側50ｍ範

囲において騒音測定及び推計等により環境基準適合調査を実施することとしています（ 表2-13 ）。 

＜ 表2-13：自動車交通騒音に係る常時監視計画 ＞ 

ローテー
ション年数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

(km) (km) (km) (km) (km) (km)

実施 実施 実施 実施 実施 計画

1 道東自動車道 4 2.7 2.4 5 2.4

2 一般国道36号 4 10.1 7.7 5 7.7 7.7

3 恵庭栗山線 2 10.8 10.1 5 10.1

4 江別恵庭線 4 15.9 10.1 5 10.1

5 恵庭岳公園線 2 20.9 6.1 5 7.1

6 恵庭岳公園線 4
1.9 1.8 5 1.8

7 島松停車場線 2
1.2 1.1 5 1.1

8 島松千歳線 2
5.1 5.1 5 5.1

9 恵庭停車場線 2
0.7 0.6 5 0.6

69.3 45.0 7.7 10.1 10.0 5.7 12.5 7.7

面的評価の結果の更新

(km) 年

評価区間
の総延長

（全体）

計

路

線
延

長

車

線
数

(km)

一
連
番

号

路線名
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＜結 果＞

令和3年度の評価路線は道東自動車道および恵庭栗山線（ 評価区間12.5 ｋｍ ）です。 

この区間を平成27年度に実施された全国道路・街路交通情勢調査（ 道路交通センサス ）を基に7つに分けて評価しました。 

自動車騒音を評価する範囲については、道路端より50ｍであり、近傍空間（ 道路境界から20 ｍの範囲 ）及び非近傍空間（ 道路

境界から20 ｍから50 ｍまでの範囲 ）ごとに評価しました。 

交通量及び騒音量測定の結果、道東自動車道および恵庭栗山線の自動車騒音に関しては、評価対象区間の 100 ％（ 評価対象戸数

391戸中391戸）で環境基準を達成しているという結果となりました（ 表2-14 ）。 

＜ 表2-14：自動車交通騒音常時監視調査結果 ＞ 

路線名 区間番号 
評価区間 

地域類型 
評価対象

戸数 

環境基準

達成戸数

環境基準

達成率 起点 終点 

道東自動車道 110-1 戸磯 戸磯 Ｂ 1 1 100% 

恵庭栗山線 
44090-1 和光町5丁目 黄金南7丁目 Ｂ 343 343 100% 

44090-2 上山口 漁太 Ｂ 47 47 100% 

合計 391 391 100% 

(3) 悪臭対策（ 規制区域図：資料3 ） 

悪臭防止法は、規制区域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により、生活環境を

保全し、国民の健康を保護することを目的としています。 

排出規制の対象となるのは、悪臭の原因となり生活環境をそこなうおそれのある物質のうち、国で定める22の特定悪臭物質（人間

や動物の生命活動に伴って発生する物質、その排泄物や加工施設から発生する物質、あるいは、塗装・印刷工場や化学製品の製造工

場などから発生する物質など。）及び人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化した臭気指数についてです。 

法では、市長が規制区域及び規制基準を定めることとされており、本市では規制区域として工業専用地域も含めた全ての市街化区

域を、規制基準として臭気指数をそれぞれ定めています。本法では、他の公害関連法と異なり特定の施設に対して規制基準を適用す

るのではなく、規制区域内の全ての工場・その他の事業場が規制の対象となります。従って、施設についての設置・使用に関する届

出義務のようなものはありません。 

恵庭市では、悪臭防止法に基づく規制方式として令和２年10月31日まで「特定悪臭物質濃度規制方式」を採用してきましたが、

この方式では、規制対象外の物質による悪臭や複合臭への対応が困難であったため、令和2年11月1日から、「臭気指数規制方式」

に変更しました。臭気指数規制方式は、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を判断するため、より住民感覚に近い規制方式であり、「特

定悪臭物質濃度規制方式」では対応できなかった複合臭や規制対象外の物質による悪臭にも対応することができるという特徴があり

ます。 
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＜ 表2-15：臭気指数規制方式による規制基準値 ＞  

区分 臭気指数 

1号基準（敷地境界線上の規制基準） 10 

2号基準（気体排出口の規制基準） 前号に掲げる値を基礎として算出 

3号基準（排出水の規制基準） 第1号に掲げる値を基礎として算出 

法に基づく規制基準は、6段階臭気強度表示（表2-16）と敷地境界線上における調香師（香料等の製造にあたる臭いの専門家）に

よる嗅覚試験を基に示された濃度の関係から定められています。 

規制基準の設定にあたっては、臭気強度2.5から3.5に対応する物質濃度を敷地境界線における基準の範囲として定めることとさ

れています。本市では、市街化区域の全域において臭気強度2.5に対応する臭気指数を基準として設定しています。 

＜ 表2-16：6段階臭気強度表示法 ＞ 

臭気強度 内        容 

0 

1 

2 

無臭 

やっと感知できるにおい（ 検知閾値濃度 ） 

何のにおいであるかが分かる弱いにおい（ 認知閾値濃度 ） 

（ 2.5 ） （ 2と3の中間 ） 

3 

（ 3.5 ） 

らくに感知できるにおい 

（ 3と4の中間 ） 

4 

5 

強いにおい 

強烈なにおい 
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ア）悪臭発生施設への対策 

法が施設の種類を特定せずに特定悪臭物質濃度や臭気指数を用いて規制しているのに対し、道及び市の公害防止条例では悪臭を発

生する施設の種類を定めて一定の事項について事前の届出義務を課すことによって規制しています。道条例は本市全域を規制対象に、

また、市条例は法に基づく規制区域と同一の区域を規制対象としています。令和4年3月末現在での届出状況を（ 表2-17 ）に示し

ます。 

＜ 表2-17：悪臭発生施設数（ 令和4年3月末現在 ）＞ 

北海道公害防止条例 恵庭市公害防止条例 

動物の飼養収容の用に供する 

施設であって右に挙げる施設 

飼料施設 1 0 

し尿施設 0 0 

肥 料 製 造 用 鶏 ふ ん 乾 燥 施 設 0 0 

てん菜糖製造用廃液貯りゅう沈でん施設 0 

飼 料 ・ 肥 料 の 製 造 用 施 設 6 

でん粉製造用廃液貯りゅう沈でん施設 0 

パルプ、紙又は紙加工品製造用施設 0 

ゴ ム 製 品 製 造 用 施 設 0 

イ）悪臭調査 

近年、都市化が進展し農村地域と市街地が接近してきたこと、また、生活環境が改善されて住民の環境に対する意識が向上してき

たことに伴い、たとえば農業に使われる堆肥のように、ひと昔前であれば問題とならなかった「臭い」が、現在では「悪臭問題」に

発展してしまうケースがしばしばあります。表2-18に記載のとおり、近年、悪臭に関する苦情は年に数件程度で推移してきましたが、   

令和2年度については317件、令和3年度については64件の原因不明の苦情が寄せられました。 

これを受け、市では原因の究明に向けて、職員の巡回や苦情内容などから臭気が確認された日時、地区、時間、風向き、風力等の

データを蓄積し、原因エリアの絞り込み等を実施しています。 

また、悪臭防止法に基づく臭気測定については、令和2年度に1回実施し、うち1件で基準の超過が見られ、改善に向けて行政指

導を実施しました。 

＜ 表2-18：原因不明の悪臭苦情件数（ 令和4年3月末現在 ）＞ 

年度 原因不明の悪臭苦情件数 
平成28年度 7 
平成29年度 1 
平成30年度 5 
令和元年度 128 
令和2年度 317 
令和3年度 64 
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第2節 水環境の保全 

1．水質汚濁の防止に関する取り組み 

(1) 水質に関する環境基準 

環境基本法に基づいて、河川・湖沼及び海域等の公共用水域については、人の健康保護に関する項目と生活環境に関する項目の 2

種類の環境基準が、また、地下水についても、公共用水域と一つの水循環系を構成しているという観点から、公共用水域における健

康保護に関する項目とほぼ同様の環境基準が設定されています。 

また、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき大気・土壌とともに水質・底質（ 川底の泥 ）につい

ても環境基準が定められています（ 第3節参照 ）。 

ア）人の健康保護に関する環境基準 

カドミウム、シアン等27項目について環境基準が定められており、全公共用水域につき一律に適用されるものとして設定されてい

ます（ 表 2-18 ）。設定の前提条件としては、その性質上、水量など水域の条件の如何を問わず、常に維持されるべきものとされて

います。 

＜ 表2-18：人の健康の保護に関する環境基準 ＞ 

項     目 基  準  値 項     目 基  準  値 

カ ド ミ ウ ム 0.003  mg／L以下 1,1,2－トリクロロエタン 0.006 mg／L以下 

全 シ ア ン 検出されないこと。 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01  mg／L以下 

鉛 0.01   mg／L以下 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01  mg／L以下 

六 価 ク ロ ム 0.05   mg／L以下 1,3－ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002 mg／L以下 

砒 素 0.01   mg／L以下 チ ウ ラ ム 0.006 mg／L以下 

総 水 銀 0.0005 mg／L以下 シ マ ジ ン 0.003 mg／L以下 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。 チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02  mg／L以下 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 検出されないこと。 ベ ン ゼ ン 0.01  mg／L以下 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02   mg／L以下 セ レ ン 0.01  mg／L以下 

四 塩 化 炭 素 0.002  mg／L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg／L以下 

1 , 2－ ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004  mg／L以下 ふ っ 素 0.8   mg／L以下 

1,1－ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1   mg／L以下 ほ う 素 1 mg／L以下 

ｼｽ－1,2－ジクロロエチレン 0.04   mg／L以下 1 , 4 － ジ オ キ サ ン 0.05  mg／L以下 

1,1,1－トリクロロエタン 1 mg／L以下   

備考 

①基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

②「検出されないこと」とは、物質毎に定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回る

ことをいう。 

また、人の健康の保護に関連する物質ではあるものの、公共用水域等における検出状況などから見て現時点では直ちに環境基準項

目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについては「要監視項目」として位置づけ、継続して公共用水域等の

水質測定を行い、その推移を把握していくこととされています。 

具体的な項目として、公共用水域については27項目が選定されています（ 表2-19 ）。 
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＜ 表2-19：要監視項目及び指針値（公共用水域）＞ 

項     目 基  準  値 項     目 基  準  値 

ク ロ ロ ホ ル ム 0.06  mg／L以下 イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008  mg／L以下

ﾄﾗﾝｽ－1,2－ジクロロエチレン 0.04  mg／L以下 クロルニトロフェン（ＣＮＰ） － 
1,2－ ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン 0.06  mg／L以下 ト ル エ ン 0.6    mg／L以下

p－ ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 0.2   mg／L以下 キ シ レ ン 0.4    mg／L以下

イ ソ キ サ チ オ ン 0.008 mg／L以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06   mg／L以下

ダ イ ア ジ ノ ン 0.005 mg／L以下 ニ ッ ケ ル － 
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) 0.003 mg／L以下 モ リ ブ デ ン 0.07   mg／L以下

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 0.04  mg／L以下 ア ン チ モ ン 0.02   mg／L以下

オ キ シ ン 銅 （ 有 機 銅 ） 0.04  mg／L以下 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 0.002  mg／L以下

ク ロ ロ タ ロ ニ ル ( T P N ) 0.05  mg／L以下 エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン 0.0004 mg／L以下

プ ロ ピ ザ ミ ド 0.008 mg／L以下 全 マ ン ガ ン 0.2    mg／L以下

Ｅ Ｐ Ｎ 0.006 mg／L以下 ウ ラ ン 0.002  mg／L以下

ジ ク ロ ル ボ ス ( D D V P ) 
0.008 mg／L以下

Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ 
0.00005 mg／L以下 

（暫定）※ 
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 0.03   mg／L以下

 ※PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。 

イ）生活環境の保全に関する環境基準 

環境基本法に基づき、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量など、全部で最大9項目について定められていますが、人の健康保

護に関する環境基準とは異なり、全公共用水域について同一の基準が一律に適用される方式ではありません。 

河川、湖沼及び海域の水域群別に利用目的に応じた類型が設定されており（「水域群別方式」）、環境大臣または都道府県知事が指定

した水域類型ごとに、基準項目及び基準値が決められています。 

本市内を流れる河川のうち、知事が類型を指定しているのは千歳川だけで、「千歳川下流水域」として内別川合流点から下流につい

てA類型が指定されています（ 表2-20 ）。水生生物の生息状況の適応性（表2-21）については本市内を流れる河川において類型指

定されているところはありません。 

＜ 表2-20：生活環境の保全に関する環境基準（ 河川－ア ）＞ 

項目 

類型 

利用目的 

の適応性 

基        準        値 

水素イオン濃度

( pH ) 

生物化学的酸素要求量

( BOD ) 

浮遊物質量 

( SS ) 

溶存酸素量 

( DO ) 
大腸菌群数 

AA 
水道1級 

自然環境保全 

6.5以上 

8.5以下 
1 mg／L以下 25 mg／L以下 7.5 mg／L以上 

50MPN 

／100 mL以下 

A 
水道2級 

水産1級・水浴 

6.5以上 

8.5以下 
2 mg／L以下 25 mg／L以下 7.5 mg／L以上 

1,000MPN 

／100 mL以下 

B 
水道3級 

水産2級 

6.5以上 

8.5以下 
3 mg／L以下 25 mg／L以下 5 mg／L以上

5,000 MPN 

／100 mL以下 

C 
水産3級 

工業用水1級 

6.5以上 

8.5以下 
5 mg／L以下 50 mg／L以下 5 mg／L以上 － 

D 
工業用水2級 

農業用水 

6.0以上 

8.5以下 
8 mg／L以下 100 mg／L以下 2 mg／L以上 － 

E 
工業用水3級 

環境保全 

6.0以上 

8.5以下 
10 mg／L以下 

ごみ等の浮遊が認
められないこと。 2 mg／L以上 － 
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注）1 基準値は、日間平均値とする。 
2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

3 水道1級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
水道2級  ：沈殿ろ過等による通常の浄化操作を行うもの 
水道3級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

4 水産1級  ：ヤマメ、イワナ等の貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 
水産2級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 
水産3級  ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

5 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの 

6 環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

＜ 表2-21：生活環境の保全に関する環境基準（ 河川－イ ）＞ 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全 亜 鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベンゼン 

スルホン酸及びその塩 

生物  A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03 mg / L以下 0.001 mg / L 以下 0.03 mg / L以下 

生物特A 

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と

して特に保全が必要な水域 

0.03 mg / L 以下 0.0006 mg / L 以下 0.02 mg / L以下 

生物  B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 
0.03 mg / L 以下 0.002 mg / L 以下 0.05 mg / L以下 

生物特B 

生物A又は生物Ｂの水域のうち、生物Bの欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03 mg / L 以下 0.002 mg / L 以下 0.04 mg / L以下 

備考 

１ 基準値は、年間平均値とする。 

ウ）地下水に関する環境基準 

地下水についても公共用水域と一つの水循環系を構成しているなどの観点から、環境基本法に基づき、公共用水域における環境基

準健康項目とほぼ同様の28項目について基準（ 表2-22 ）が設定されています。 

また、「要監視項目」についても25 項目が位置づけされ、継続して地下水等の水質測定を行い、その推移を把握していくこととさ

れています（ 表2-23 ）。 

◆◇用語説明◇◆

生物化学的酸素要求量（ BOD ）：微生物が水中の有機物（ すなわち汚濁物質 ）を分解するのに消費する酸素量のこと。

数値が大きいほど汚濁度が高いことを示しますが、測定は20℃で5日間放置することとされており、時間がかかります。

化学的酸素要求量（ COD ）：酸化剤を使用して水中の有機物を分解するのに必要な酸素量のこと。BOD測定は検査に日

数がかかるのに対し、COD 測定は 30 分～2 時間程度の短期間で求められるため BOD の代替指標として用いられること

もあります。

溶存酸素量（ DO ）：水中に溶け込んでいる酸素量のことで、この数値が大きいほど水質が良好であるといえます。通常、

BODとDOは逆の相関関係を示します。

浮遊物質量（ SS ）：水に濁りを生じさせる不溶性物質のことで、粒径は1  ～2mm。これが高濃度になると、魚のエラ

が詰まって窒息を起こしたり、水中植物の光合成を妨げて死滅させたりします。

大腸菌群数：大腸菌群は、一般に人畜の腸内に生息する細菌（ 糞便1 g中に10～100億が存在 ）で、この量を測定する

ことにより、水がし尿で汚染されているかどうかの指標となります。なお、本来の大腸菌とは別に、し尿とは無縁の若干

の菌も含まれることがあります。
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＜ 表2-22：地下水の水質汚濁に係る環境基準 ＞ 

項     目 基  準  値 項     目 基  準  値 

カ ド ミ ウ ム 0.003  mg／L以下 1,1,1－トリクロロエタン 1      mg／L以下 

全 シ ア ン 検出されないこと。 1,1,2－トリクロロエタン 0.006  mg／L以下 

鉛 0.01   mg／L以下 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01   mg／L以下 

六 価 ク ロ ム 0.02   mg／L以下 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01   mg／L以下 

砒 素 0.01   mg／L以下 1,3－ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002  mg／L以下 

総 水 銀 0.0005 mg／L以下 チ ウ ラ ム 0.006  mg／L以下 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。 シ マ ジ ン 0.003  mg／L以下 

P C B 検出されないこと。 チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02   mg／L以下 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02   mg／L以下 ベ ン ゼ ン 0.01   mg／L以下 

四 塩 化 炭 素 0.002  mg／L以下 セ レ ン 0.01   mg／L以下 

ク ロ ロ エ チ レ ン 0.002  mg／L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10   mg／L以下 

1 , 2－ ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004  mg／L以下 ふ っ 素 0.8    mg／L以下 

1,1－ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1    mg／L以下 ほ う 素 1      mg／L以下 

1,2－ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.04   mg／L以下 1 , 4 － ジ オ キ サ ン 0.05   mg／L以下 

備考 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡ 

２ 「検出されないこと」とは、物質毎に定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回る

ことをいう。 

３ 「1,2-ジクロロエチレン」については、「シス体」と「トランス体」の和とする。 

＜ 表2-23：要監視項目及び指針値（ 地下水 ）＞ 

項     目 基  準  値 項     目 基  準  値 

ク ロ ロ ホ ル ム 0.06  mg／L以下 イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008 mg／L以下

1,2－ ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン 0.06  mg／L以下 クロルニトロフェン（ＣＮＰ） － 
p－ ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 0.2   mg／L以下 ト ル エ ン 0.6   mg／L以下

イ ソ キ サ チ オ ン 0.008 mg／L以下 キ シ レ ン 0.4   mg／L以下

ダ イ ア ジ ノ ン 0.005 mg／L以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06  mg／L以下

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.003 mg／L以下 ニ ッ ケ ル － 
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 0.04  mg／L以下 モ リ ブ デ ン 0.07  mg／L以下

オ キ シ ン 銅 （ 有 機 銅 ） 0.04  mg／L以下 ア ン チ モ ン 0.02  mg／L以下

クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.05  mg／L以下 エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン 0.0004 mg／L以下

プ ロ ピ ザ ミ ド 0.008 mg／L以下 全 マ ン ガ ン 0.2    mg／L以下

Ｅ Ｐ Ｎ 0.006 mg／L以下 ウ ラ ン 0.002  mg／L以下

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 
0.008 mg／L以下

Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及 び Ｐ Ｆ Ｏ Ａ 
0.00005  mg／L以下 

（暫定）※ 
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 0.03  mg／L以下

 ※PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。 

(2) 水質汚濁施設への対策 

公害を未然に防ぐために、水質汚濁防止法、北海道公害防止条例及び恵庭市公害防止条例に基づいて、特定の施設から汚水や廃水

（ 施設を設置している事業場敷地からの排出水を含む。）を河川や湖沼、公共の水路などの公共用水域に排出させたり、地下に浸透

させる場合は、その施設の設置内容・使用方法等を事前に届け出なければならないことになっており、これらの施設に対しては規制

基準の遵守を義務づけています。 

令和4年3月末現在での届出状況は（ 表2-24 ）のとおりで、法の対象となる施設については、北海道が立入調査などにより実際

の使用状況等を確認しています。 

＜ 表2-24：特定施設設置届出数 ( 令和4年3月末現在 ) ＞ 

日排水量 

50 未満 

日排水量 

50 以上 
合  計 

水 質 汚 濁 防 止 法 21 10 32 

北海道公害防止条例 0 0 0 

恵庭市公害防止条 例 1 3 4 
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法では、事前予防に力点を置き、特定施設からの排出水に対して原則的に全水域一律の基準を設定しております。なお、水域によ

ってはこの一律の排水基準では水質の汚濁防止が十分でないところも予測されるため、都道府県条例で一律排水基準よりも厳しい上

乗せ排水基準を設定できることとしています。 

ア）有害物質に係る一般排水基準 

全ての特定事業場に適用され、基準値の多くは水質環境基準の約10倍の値を設定しています。これは、排出水が公共用水域へ排出

されるとそこを流れる河川水などによって、通常少なくとも約10倍程度は希釈されるであろうという想定に基づいており、従来は排

出水の日間平均値でしたが現在は最大値で定められています（ 表2-25 ）。 

イ）生活環境項目に係る一般排水基準 

1日あたりの平均的な排出水の量が50 以上の特定事業場の排出水に適用されます。BOD・COD・SS・窒素含有量及び燐含有量につ

いては、一般家庭下水を簡易な沈殿法により処理して得られる数値と同等のものとして定められ、大腸菌群数については、塩素滅菌

法によって確保し得る数値とされています。その他の項目については、水道用水基準などの利用目的・河川水等による希釈などを考

慮して定められています。この基準値も、まず排出水の最大値で定められていますが、BOD・COD・SS・窒素含有量及び燐含有量につ

いては、併せて日間平均値による基準も採用しています（ 表2-26 ）。 

なお、窒素含有量及び燐含有量については、環境大臣が指定した湖沼及び海域に排出される排出水のみに適用される排水基準です。

現在、本市に関係するところでは、えにわ湖への排出水にのみ燐含有量の排出基準が適用されています。 
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＜ 表2-25：有害物質に係る一般排水基準（ 一律 ）＞ 

項          目 許   容   基   準 

カドミウム及びその化合物 カドミウムにつき 0.03 mg／L 

シアン化合物 シアンにつき 1   mg／L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）  1   mg／L 

鉛及びその化合物 鉛につき 0.1  mg／L 

六価クロム化合物 六価クロムにつき 0.5  mg／L 

砒素及びその化合物 砒素につき 0.1  mg／L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀につき 0.005 mg／L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。  

ポリ塩化ビフェニル  0.003 mg／L 

トリクロロエチレン  0.1  mg／L 

テトラクロロエチレン  0.1  mg／L 

ジクロロメタン  0.2  mg／L 

四塩化炭素  0.02 mg／L 

1,2－ジクロロエタン  0.04 mg／L 

1,1－ジクロロエチレン  １   mg／L 

シス－1,2－ジクロロエチレン  0.4  mg／L 

1,1,1－トリクロロエタン  3   mg／L 

1,1,2－トリクロロエタン  0.06 mg／L 

1,3－ジクロロプロペン  0.02 mg／L 

チウラム  0.06 mg／L 

シマジン  0.03 mg／L 

チオベンカルブ  0.2  mg／L 

ベンゼン  0.1  mg／L 

セレン及びその化合物 セレンにつき 0.1  mg／L 

ほう素及びその化合物 
海域以外への公共用水域への排出 ほう素につき 10 mg／L 

海域への排出 ほう素につき 230 mg／L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外への公共用水域への排出 フッ素につき 8 mg／L 

海域への排出 フッ素につき 15 mg／L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 
アンモニア性窒素に0.4を乗じ
たものと亜硝酸性窒素及び硝
酸性窒素との合計量について 

100 mg／L 

1,4-ジオキサン 0.5  mg／L 

【備考】 

1.「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該
検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2.砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

（昭和49年政令第363号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第２条第１項に規定するものをいう。以下
同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 
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＜ 表2-26：生活環境項目に係る一般排水基準（ 一律 ）＞ 

項       目 許    容    限   度 

水素イオン濃度 
海域以外への公共用水域への排出 5.8以上 ～ 8.6以下  

海 域 へ の 排 出 5.0以上 ～ 9.0以下  

生物化学的酸素要求量（ BOD ） 160 mg／L （ 日間平均120 mg／L ） 

化学的酸素要求量（ COD ） 160 mg／L （ 日間平均120 mg／L ） 

浮遊物質量（ SS ） 200 mg／L （ 日間平均150 mg／L ） 

ノルマルヘキサン抽出物質 

含 有 量 

鉱 油 類 含 有 量 5 mg／L  

動植物油脂類含有量 30 mg／L  

フェノール類含有量 5 mg／L  

銅含有量 3 mg／L  

亜鉛含有量 2 mg／L  

溶解性鉄含有量 10 mg／L  

溶解性マンガン含有量 10 mg／L  

クロム含有量 2 mg／L  

大腸菌群数 日間平均3,000個／c 

窒素含有量 120 mg／L （ 日間平均60 mg／L ） 

燐含有量 16 mg／L （ 日間平均 8 mg／L ） 
【備 考】 
1.「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 
2.この表に掲げる排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が 50 立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用す

る。 
3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は
事業場に係る排出水については適用しない。 

4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止
法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属す
る事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量につ
いての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、

海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラ
ムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

7.燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定め

る湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に
排出される排出水に限って適用する。

◆◇用語説明◇◆ 

 ● 日間平均値：文字どおり1日当たりの平均的な数値のことで、水質汚濁防止法で使われている定義でいうと、「1日の操業時

間内において、排出水を 3 回以上測定した結果の平均値として取り扱う。この場合、操業開始直後及び操業開始直前におい

て排出水が排出されている時点を必ず含むものとする。なお、終日操業している場合は、1日につき夜間を含め3回以上測定

するものとする。」とされています。 
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ウ）上乗せ排水基準 

上乗せ排水基準は、法が設定した一律の排水基準では水質汚濁防止上不十分であると認められた水域について、都道府県が水質汚

濁防止法に基づき条例で定めることにより、より厳しい排水基準を上乗せするものであり、上乗せ排水基準が適用される区域の特定

事業場は、指定項目について一般排水基準ではなく上乗せ排水基準が適用されます。 

本市に関係するところでは、支笏湖水域と石狩川水域に設定されています（ 表2-27、表2-28、表2-29 ）。 

＜ 表2-27：人の健康の保護に係る項目の上乗せ基準（ 単位：mg／L ）＞ 

項目 

業種 
カドミウム シ ア ン 有 機 燐 六価クロム 砒 素 総 水 銀 適 用 区 域 

特定金属鉱業 － 0.5 － － － － 

支笏湖水域 全 業 種 

（特定金属鉱業を除く。） 
0.01 

検出されな

いこと。 

検出されな

いこと。 
0.05 0.05 0.0005 

特定金属鉱業 － 0.6 － － － － 石狩川水域 

＜ 表2-28：生活環境の保全に係る項目の上乗せ基準（ 単位：mg／L ）＞ 

項  目 

対象業務 

BOD SS 
適 用 

区 域 
許 容 

限 度 

日 間 

平 均 

許 容 

限 度 

日 間 

平 均 

肉製品製造業 80 60 70 50 

石

狩

川

水

域

乳製品製造業（ 平均排水量1,000 ／日以上 ） 80 60 70 50 

紙製造業 － － 150 110 

パルプ製造業（ クラフトパルプ製造施設のみを有するもの ） 150 110 120 100 

パルプ製造業（ クラフトパルプ製造施設のみを有するものを除く。） － － 120 100 

化学肥料製造業 － － 70 50 

ガス供給業 80 60 70 50 

と畜業（ 活性汚泥法による排水処理をするもの ） － － 70 50 

し尿処理施設（し尿浄化槽以外のもの） 40 30 90 70 

し尿浄化槽（ S46.9.23以前に設置され、処理対象501人以上 ） 120 90 － － 

し尿浄化槽（ S46.9.24 から 47.9.30 までの間に設置、処理対象 501 人以上） 80 60 － － 

し尿浄化槽（ S47.10.1以後設置、処理対象501人以上 ） 40 30 90 70 

下水終末処理施設（ 活性汚泥法、標準散水ろ床法で処理 ） － 20 － 70 

下水終末処理施設（ 高速散水ろ床法、モディファイド・エアレーション法で処理） － 60 － 120 

＜表2-29：生活環境の保全に係る項目（ 一般項目 ）の上乗せ基準（ 単位：mg／L ）＞ 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 

抽 出 物 質 
（鉱物類） 

フェノール類 銅 亜  鉛 溶解性鉄 
溶 解 性 
マンガン 

ふ っ 素 
適 用 

区 域 

特定金属鉱業 － － 1.5 － － － － 
支笏湖 

水 域 全 業 種 1 1 － － － － － 

【備考】1．平均的な排出量が50 ／日以上の工場・事業場に適用する。

    2．温泉を利用する旅館については、ふっ素に係る排水基準は適用しない。 
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(3) 河川水質調査（ 調査地点位置図：資料4 ）

本市では、市内を流れる7河川から10地点を選び、2ヶ月ごとに生物化学的酸素要求量（ BOD ）など11項目について定点観測を

行っています。 

なお、生活環境の保全に関する環境基準については、本市内を流れる河川のうち千歳川のみが類型指定（ A類型 ）されています。

したがって、千歳川以外の河川については正確には環境基準と比較した評価はできません。 

＜結 果＞（ 調査結果：資料5 ） 

河川の水質の汚濁状況を見るための最も一般的な指標であるBOD（ 各年の全ての日間平均値の75%水質値 ）の経年変化を河川ごと

に示します（ 図2-4～図2-10 ）。 

ア）ユカンボシ川

恵庭公園は原生林の多い水の生まれる公園として、市民に親しまれてい 

る公園ですが、ユカンボシ川はここから生まれ、千歳市の長都川へと合流 

しています。本市内における延長は4 kmで、下流域で農業用水などとし 

て利用されています。 

公共下水道の整備に伴い「東2ユカンボシ川橋」の水質も以前に比べる 

と改善され安定化の傾向にあります。 

＜ 図2-4：ユカンボシ川BOD(75%値)の経年変化 ＞

イ）漁川

盤尻の国有林内に水源を発し、漁太で千歳川と合流する漁川は延長 

45 kmと、市内の河川では最も大きく、水道水源や発電・農業用水など 

として幅広く利用されています。また、市街地中心部を貫いて流れてい 

ることから、市民が河川と触れ合うことのできる空間となるよう、各種 

数値の改善を目指しています。 

「南12号漁川橋」のBODが高い数値となっています。これは、市 

の下水終末処理場の排水吐口の下流側にあたることから、その排水中の 

アンモニア等窒素成分の硝化作用により、見かけ上の酸素要求量が大き 

く見えるためだと思われます。 

＜ 図2-5：漁川BOD(75%値)の経年変化 ＞ 

◆◇用語説明◇◆

 75%水質値：ある調査箇所の年間の全測定データ（日間平均値）をその値の小さいものから順に並べ、0.75 × n番目（ n：測

定したデータ数）にあたるデータ値のこと。0.75 × nが整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値とします。環境基

準と比較した場合の評価方法としては、年間の全測定データのうち 75%以上のデータが基準値を満足する場合に、環境基準に

適合しているものと判断します。
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ウ）茂漁川

水源が桜森の北海道大演習場内にあり、中島町で漁川と合流している    

茂漁川は延長10 kmで、上流部で農業用水として取水されています。 

源流部が近いことから、水質は全体的に安定した良好な状況にあり、 

多自然型工法による河川改修の成果もあって、バイカモの密生する清流 

に戻った河川です。

＜ 図2-6：茂漁川BOD(75%値)の経年変化 ＞  

エ）柏木川

水源が桜森の北海道大演習場内にあり、穂栄で島松川へと合流する柏 

木川は延長22 kmで、水源直下に水産ふ化場や民間養魚場が立地するほ 

か、農業用水にも利用されています。 

最上流辺りは大変清らかな水質ですが、島松川に合流するまでの間に、 

工場排水、生活排水及び農業排水などが流入し、恒常的にではありませ 

んが汚濁が見られることがあります。 

＜ 図2-7：柏木川BOD(75%値)の経年変化 ＞   

オ）ルルマップ川

水源は桜森の北海道大演習場内で、下島松で柏木川に合流するルルマ 

ップ川は延長13 kmで、農業用水に利用されてきました。 

流量が少ない河川のため、農業排水などによる影響を受けやすく、過 

去には水質が悪化した時期もありましたが、現在では汚染源もほとんど 

なく安定した水質となっています。 

＜ 図2-8：ルルマップ川BOD(75%値)の経年変化 ＞ 
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カ）島松川

水源が桜森の北海道大演習場内にあり、北島で千歳川と合流するこの 

川は延長21 kmで、上流域には養魚場などがあり、下流域では農業用水 

として利用されています。 

流域には住宅や事業場などが少ないため水質も良く、比較的自然が多 

く残されている河川です。

＜ 図2-9：島松川BOD(75%値)の経年変化 ＞   

キ）千歳川

千歳川は支笏湖に源流部を持ち、周辺の山間を経て多くの支川を集め 

ながら石狩平野を北上して石狩川に合流する延長108 km、流域面積 

1,246  の河川です。流域には、上流から千歳市、長沼町、恵庭市、北 

広島市、南幌町、江別市の順で4市2町が位置しています。 

BODなどの生活環境の保全に関する環境基準については、本市内を 

流れる河川のうち千歳川のみが類型指定（A類型）されており、環境基 

準と比較した評価が可能です。千歳川は支川が合流するごとに水質が悪 

くなっていきますが、舞鶴橋では基準を満足する年が続いています。 

＜ 図2-10：千歳川BOD(75%値)の経年変化 ＞ 

＜千歳川水系水質保全連絡会議＞ 

昭和49年2月、千歳川の水質を保全するのに必要な情報・資料収集や交換を目的に流域の4市2町が参集し、北海道の関係振興局

の協力も得て「千歳川水系水質保全連絡会議」が発足しました。同連絡会議は以来40年以上にわたり、定点観測による水質調査、千

歳川の川下りによる水質調査、また汚染源調査などを共同で実施し、得られた情報をそれぞれの行政に活用しています。 

(4) ゴルフ場使用農薬の安全使用対策 

現在の農薬は有機系化合物により製造されており、その多くは散布後、物理的・化学的・生物的な作用により、自然界に存在する

物質へと分解されます。しかし、中にはこれらの作用によっても分解されず、その毒性を保ったまま流出・残留することで、環境汚

染を引き起こしてしまうものもあります。本市内でゴルフ場を営み農薬を使用する場合には、道や市の指導要綱により農薬使用管理

者を定め、受払の記録、保管庫の整備の義務づけなど細かな規定があります。また、各ゴルフ場とは公害防止協定を結び、万が一河

川に農薬が流出して悪影響を及ぼした場合の責任を明確化するなど、農薬の安全使用に向けて取り組んでいます。 

本市では農薬を含んだ排水が河川に流入しないように特に注視しており、降雨や雪解けなどに伴う排水については、ゴルフ場が自

主調査を行っているほか、本市も独自に排水口、調整池や直下の河川等で調査・分析を行っています。排出量の指針値については、

令和２年 3月に国から示された「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」に従

い、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準値（以下、水濁基準値）及び水産動植物被害に係る農薬登録基準値（以下、水

産基準値）に基づき設定されています。また、水濁・水産基準値の設定されていない農薬についても、現在得られている知見等を基

に、人の健康保護に関する視点を考慮して、指導指針値（暫定）が設定されているものもあります。 

令和3年度の調査結果では、調査した農薬の全てで指針値を超えるものはありませんでした。 
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２．水道水源保全の取り組み 

(1) 恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例

本市内を流れる漁川は、恵庭市民の生活に潤いと安らぎを与えるとともに、水道水を供給する貴重な水源域です。しかし、良好な

自然環境への市民ニーズが近年一層の高まりを見せている一方、私たちの生活や経済活動から生ずる排出水がその水質に影響を及ぼ

すことが懸念されるようになりました。 

本市の水道水は、この漁川上流に位置する石狩東部広域水道企業団漁川浄水場より日最大供給量24,000  を受水し、さらに、同企

業団浄水場のやや下流にある本市の浄水場から日最大給水量8,000 を供給していました。しかし、平成27年4月1日からは、本市

の浄水場を廃止し、代わりに石狩東部広域水道企業団が運営する千歳川浄水場から日最大供給量6,400  を受水しています。 

このように本市の浄水場は廃止したものの、依然として、漁川からは同企業団が恵庭市のほか北広島市、江別市、千歳市に日最大

72,000 を供給しており、地域の重要な水源であることには変わりありません。上流域のこの大切な水源を積極的に保全し、約7万

人の恵庭市民が現在及び将来にわたって安全な水を飲めるように、「恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」を設

けてその排出水の水質を規制しています。 

保全地域として盤尻地区の一部（国有林野及び北海道大演習場区域を除く）を指定しており（巻末資料6）、規制対象とする事業場

は、ゴルフ場と廃棄物最終処分場の２種類です。排水基準についてはゴルフ場に関する国の指導指針や、法規制等に基づき最も厳し

い値を設定しているほか、対象事業者には新設・拡張時の届出や事前の住民説明会の実施等の義務を課しています。 

(2) 安全な水道水の供給

本市では安全で良質な水道水を供給するために、水源の川や湖、そして配水池から家庭に届くまでの水の流れの各段階で厳重な水

質管理を実施しています。なかでも、水質検査は水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水質管理の中核をなす大切な要素

です。平成15年改正の水道法に基づく水質基準には、ヒ素、シアン、水銀など人の健康に影響を与える項目や色、濁り、味など生活

利用上支障が生じるおそれがある項目など、水道水が備えるべき水質上の要件として定められた51項目が設定されており（ 表2-30 ）、

本市では毎年作成する水質検査計画に基づいて水道水の品質管理を行っています。 
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＜ 表2-30：水道水の水質基準項目＞ 

項  目  名 基  準 

一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 

大腸菌 検出されないこと。 

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003 mg／L以下であること。 

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005 mg／L以下であること。 

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01 mg／L以下であること。

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02 mg／L以下であること。

亜硝酸態窒素 0.04 mg／L以下であること。

シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg／L以下であること。

フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8 mg／L以下であること。

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0 mg／L以下であること。

四塩化炭素 0.002 mg／L以下であること。

1,4－ジオキサン 0.05 mg／L以下であること。

シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ
クロロエチレン 

0.04 mg／L以下であること。

ジクロロメタン 0.02 mg／L以下であること。

テトラクロロエチレン 0.01 mg／L以下であること。

トリクロロエチレン 0.01 mg／L以下であること。

ベンゼン 0.01 mg／L以下であること。

塩素酸 0.6 mg／L以下であること。

クロロ酢酸 0.02 mg／L以下であること。

クロロホルム 0.06 mg／L以下であること。

ジクロロ酢酸 0.03 mg／L以下であること。

ジブロモクロロメタン 0.1 mg／L以下であること。

臭素酸 0.01 mg／L以下であること。

総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモク
ロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモ
ホルムのそれぞれの濃度の総和） 

0.1 mg／L以下であること。 

トリクロロ酢酸 0.03 mg／L以下であること。 

ブロモジクロロメタン 0.03 mg／L以下であること。

ブロモホルム 0.09 mg／L以下であること。 

ホルムアルデヒド 0.08 mg／L以下であること。 
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＜ 表2-30（続き）：水道水の水質基準項目 ＞ 

項  目  名 基  準 

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0 mg／L以下であること。 

アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2 mg／L以下であること。 

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3 mg／L以下であること。 

銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0 mg／L 以下であること。 

ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200 mg／L以下であること。 

マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05 mg／L以下であること。 

塩化物イオン 200 mg／L以下であること。 

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg／L以下であること。 

蒸発残留物 500 mg／L以下であること。 

陰イオン界面活性剤 0.2 mg／L以下であること。 

（四Ｓ・四ａＳ・八ａＲ）―オクタヒドロ―四・
八ａ―ジメチルナフタレン―四ａ（二Ｈ）―オ
ール（別名ジェオスミン） 

0.00001 mg／L以下であること。 

一・二・七・七―テトラメチルビシクロ［二・
二・一］ヘプタン―二―オール（別名二―メチ
ルイソボルネオール） 

0.00001 mg／L以下であること。 

非イオン界面活性剤 0.02 mg／L以下であること。 

フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005 mg／L以下であること。 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3 mg／L以下であること。 

pH値 5.8以上8.6以下であること。 

味 異常でないこと。 

臭気 異常でないこと。 

色度 5 度以下であること。 

濁度 2 度以下であること。 
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第3節 その他の環境汚染に対する取り組み 

1．ダイオキシン類に係る問題への取り組み 

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びダイオキシン様ポリ塩化ビフェニルの総称

で、化学物質の合成過程や燃焼過程などで非意図的に生成されます。ダイオキシン類には、その化学構造によっておよそ200 以上も

の種類があります。一般的な性質として熱や酸、アルカリなどによって分解されにくく、環境中で安定した物質であること、また脂

肪によく溶けるため生物の体内に取り込まれると脂肪組織などに蓄積しやすく、体外に排出されにくいことなどが分かっています。 

ダイオキシン類発生の原因には様々なものがありますが、塩化ビニールのような塩素を含んだ廃棄物の焼却時に、その焼却温度、

燃焼条件や排ガス処理の状況等が大きな影響を及ぼすと考えられています。ダイオキシン類の毒性については、ベトナム戦争でアメ

リカ軍が大量に散布した「枯れ葉剤」による被害（ 先天性異常児出産等 ）でよく知られているほか、発ガン性も指摘されています。 

(1) ダイオキシン類に関する環境基準 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて、大気・水質・土壌・底質（ 川底の泥 ）の各々についてダイオキシン類濃度の環境基

準が設けられています。環境基準（ 表2-31 ）についてはTDI（ 耐容1日摂取量 ）を踏まえ設定されています。 

＜ 表2-31：ダイオキシン類に係る環境基準 ＞ 

媒 体 基  準  値 備                考 

大 気 
0.6 pg - TEQ／ 以下

（ 年平均値 ） 

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所

については適用しない。 

水 質 
1 pg - TEQ／L以下 

（ 年平均値 ） 
公共用水域及び地下水について適用する。 

土 壌 1,000 pg - TEQ／g以下 

廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている

施設に係る土壌については適用しない。 

環境基準が達成されている場合であっても、250 pg - TEQ／g 以上の場

合には必要な調査を実施することとする。 

底 質 150 pg - TEQ／g以下 全ての公共用水域について適用する。 

(2) ダイオキシン類発生施設への対策 

ダイオキシン類を発生する一定規模以上の特定の施設を設置し、あるいは使用しようとする事業者は、ダイオキシン類による環境

汚染を未然に防ぐために、法に基づきその施設の設置内容・使用方法等を事前に届け出なければならないことになっており、令和 3

年度末の届出状況は（ 表2-32 ）のとおりです。 

これらの施設に対しては排出基準の遵守を義務づけています（ 表2-33表2-34 ）が、平成14年12月から法による排出基準が厳

しくなったこともあり、稼動中の特定施設の数は減少しました。なお、ダイオキシン類に係る水質基準の対象施設については本市で

は届出はありません。 

ダイオキシン類に係る特定施設については、道が立入調査などにより届出状況の確認をしています。 

◆◇用語説明◇◆

耐容1日摂取量（ Tolerable Daily Intake 、TDI ）：人が一生涯にわたって体内に取り込んでも健康に影響が現れないと判

断される1日当りの摂取量。ダイオキシン類のTDIは体重1 kg当り4ピコグラム以下と定められている。

毒性等量（ TEQ ）：ダイオキシン類は毒性が各々異なっているため、なかでも一番毒性が強い2,3,7,8－TeCDDの毒性を基準

に、他のダイオキシン類の毒性も2,3,7,8－TeCDDの毒性に換算してから足し合わせて、全体としての毒性の値（ TEQ ）と

している。
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＜ 表2-32：ダイオキシン類に係る大気基準適用施設 (令和４年３月末時 ) ＞ 

施設数 

鉄 鋼 業 焼 結 施 設 0 

製 鉄 用 電 気 炉 0 

亜 鉛 回 収 施 設 0 

アルミニウム合金製造施設 0 

廃棄物焼却炉 

4 t／時 以上 0 

2 t／時～4 t／時 1 

2 t／時 未満 2 

合    計 3 

＜ 表2-33：ダイオキシン類に係る排出基準 （大気）＞ 

（単位：ng-TEQ/ N） 

特定施設種類 
施設規模 

（焼却能力） 
新設施設基準 既設施設基準 

廃棄物焼却炉（火床面積が 0.5 ㎡ 以上、又は焼却能力

が 50 kg/h 以上) 

4t/h以上 0.1 1 

2t/h-4t/h 1 5 

2t/h未満 5 10 

製鋼用電気炉（変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上） 0.5 5 

焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉（原料の処理

能力が1t/h以上） 
0.1 1 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集

められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、

乾燥炉（原料の処理能力が0.5t/h以上） 

1 10 

アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を

行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限

る。）の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉（焙焼炉、乾燥炉：原料の処理能力が0.5t/h

以上、溶解炉：容量が１ｔ以上 

1 5 

注：既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉（火格子面積が2㎡以上、又は焼却能力200 

kg/h以上）及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されている。 
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＜ 表2-34：ダイオキシン類に係る排出基準 （水質）＞ 

（単位：pg-TEQ/L） 

特定施設種類 排出基準 

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合

物による漂白施設 

10 

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 

硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設 

アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設 

担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを

処理する施設のうち廃ガス洗浄施設   

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 

カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサ

ン分離施設、廃ガス洗浄施設 

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設 

4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 

2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設 

ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導

体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設の

うち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの

亜鉛の回収に限る。）の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 

担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及び

アルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供するろ過施

設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 

廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50kg/h以上）に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水

又は廃液を排出する灰の貯留施設 

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設 

フロン類（CFC及びHCFC）の破壊（プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるも

のに限る。）の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 

水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により

10pg-TEQ/L。 

- 29 -



第4節 公害防止協定等 

公害の発生や環境の悪化をもたらすおそれのある事業場が新たに設置される場合は市公害防止条例に基づき、「公害防止協定」を締

結しています。ゴルフ場については農薬の安全使用に関する指導要綱に基づき協定を締結し、農薬の適正な使用と公害防止に努めて

います。これまでに締結された事業場は（ 表2-35）のとおりです。 

＜ 表2-35：本市との公害防止協定締結事業場 ＞ 

事 業 場 名 所 在 地 締 結 年 月 備 考 

不 二 建 設 株 式 会 社 北柏木町3丁目 昭和50年 1月  

株 式 会 社 ロ バ パ ン 恵南1番地 昭和58年 6月  

札幌エルムカントリークラブ 島松沢55番地 平成 2 年 2月  

株 式 会 社 新 薬 開 発 研 究 所 戸磯452番地 平成 3 年 8月 覚 書 

株 式 会 社 エ バ ー ラ イ ブ 盤尻17番地 平成 4 年 7月  

日本エア・リキード株式会社 戸磯76番地28 平成 6 年 9月  

ホテルモントレ株式会社

（随 縁 カ ン ト リ ー ク ラ ブ） 
盤尻144番地 平成12年 4月  

恵庭開発株式会社

（恵 庭 カ ン ト リ ー 倶 楽 部） 
盤尻53番地 平成24年10月  
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第3章 人と自然との共生の確保 

第1節 自然環境の保全 

地球上には数千万種に及ぶと言われる多様な生物種が存在しています。多様な種が存在するということは、それだけ多様な生息環

境＝生態系が地球上に存在していること（これを「生物多様性」といいます。）を示しています。 

しかし、このような多様な生物種はそれぞれが独立して存在しているわけではなく、互いに網の目のような関係を持ってはじめて

存在が可能となるもので、この関係のどこか一ヶ所が切れても生態系（このなかには我々人類も当然含まれます。）のバランスは崩れ、

成り立たなくなるおそれがあります。したがって、単純に特定の種の生物の保護に力を注ぐことが必ずしも自然保護になるわけでは

なく、満遍のないあらゆる種の生物や自然環境の保全が地球環境を守るうえで大切なこととなります。 

1．恵庭の自然 

本市は、行政面積294.65平方キロメートルのうち、自衛隊の演習地も含めるとおよそ3分の2が森林地域となっています。山岳部

は西端側に支笏洞爺国立公園の一部を含んでおり、恵庭岳のすそ野に広がる恵庭渓谷には、漁岳や空沼岳に源流部を持つ漁川とラル

マナイ川が貫流し、白扇の滝などのすぐれた自然景観に恵まれています。 

植生について見ると、標高の高いところから順に、ハイマツ群落、ダケカンバ、ハンノキ、ナナカマドの上部広葉樹林、エゾマツ、

トドマツ、ミズナラ、ニレ、イタヤカエデ、カシワ、シナノキなどの多種が混交する針広混交林となっており、植林地以外は主にク

マザサ、チシマザサを林床とした、本道中央部を象徴する林相となっています。 

しかし、平野部は千歳川水系の多くの河川の流域を含み、広大な田園が広がる大変に水環境に恵まれた地域となっている一方、市

街地では人口の増加や企業進出による住宅団地や工業団地の開発により、自然は徐々にですが減少傾向にあります。 

(1) 条例に基づく環境保全地区等 

良好な自然環境は、都市計画法、森林法といった法の運用により維持・保全が図られてきたほか、北海道自然環境等保全条例や恵

庭市水と緑のまちづくり推進条例では、良好な環境を形成している樹林地、由緒由来のある樹木や美観風致などを維持するための樹

木で、住民の休養や都市景観上保全することが必要と認められるものを、保護地区・保全地区や保護樹木として指定し、地区内で行

う行為を制限するなど保全・保護を図っています。それらの指定地区を（ 表3-1、表3-2 ）に示します。 

＜ 表3-1：北海道自然環境等保全条例指定の環境緑地保護地区等 ＞ 

名        称 所 在 地 指 定 内 容 

西 島 松 環 境 緑 地 保 護 地 区 西 島 松 広葉樹壮齢林 2.17ha 

下 島 松 環 境 緑 地 保 護 地 区 島松旭町 3 丁目 広葉樹壮齢林 0.56ha 

豊 栄 神 社 環 境 緑 地 保 護 地 区 大 町 3 丁 目 境内林 0.78ha 

島 松 神 社 環 境 緑 地 保 護 地 区 島松本町 4 丁目 境内林 0.76ha 

恵 庭 市 庁 舎 前 庭 記 念 保 護 樹 木 京 町 イチイ 3 本 

＜ 表3-2：恵庭市水と緑のまちづくり推進条例指定の自然環境保全地区等 ＞ 

名        称 所 在 地 指 定 内 容 

恵 庭 公 園 動 植 物 保 全 地 区 駒場町 4 丁目 樹林地等 42.0ha 

中 恵 庭 公 園 環 境 緑 地 保 全 地 区 上 山 口 樹林地等  1.1ha 

開拓記念公園環境緑地保全地区 南 島 松 樹林地等  1.1ha 

恵 庭 小 学 校 保 護 樹 木 福住町 2 丁目 アカマツ・ハルニレ 

中 恵 庭 出 張 所 前 保 護 樹 木 中 央 イチイ 

恵 み 野 森 公 園 保 護 樹 木 恵み野北 6丁目 リギダマツ 2 本 

茂 漁 松 園 線 道 路 保 護 樹 木 南 島 松 ハルニレ 

グ リ ー ン ベ ル ト 横 保 護 樹 木 福住町 2 丁目 ハルニレ･ヤマモミジ 
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(2) その他の指定地域・森林等 

北海道森林管理局では道路沿いや湖沿いの人間にとってアクセス可能な森林であって、自然を満喫したり、森林浴や自然観察、あ

るいはハイキングやスキーなどといった自然に親しむことができるものを「レクリエーションの森」として位置づけしています。本

市内では、えにわ湖周辺の次の森がその設定をされています。 

○「レクリエーションの森（ 自然観察教育林 ）」：緑のふるさと森林公園近辺の森 

○「レクリエーションの森（ 風景林 ）」       ：上記以外のえにわ湖周辺の森 

2．恵庭の野生鳥獣 

 (1) 有害鳥獣駆除 

北海道は豊かで変化に富んだ自然環境に恵まれており、そこには様々な野生鳥獣類が生息し、日本国内のほかの地域とは異なった

特有の生物相を形成しています。こうした野生鳥獣の保護管理には、これまで「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」などにより必要な措置を講じてきました。 

しかしながら、市内に生息する野生鳥獣類には、私たち人間の生活やバランスのとれている自然環境にとって著しく害を及ぼして

いるものがあります。 

特に北米原産であるアライグマは、ペットとして日本に輸入されたものが昭和50年代頃から野生化したと言われており、甚大な農

作物被害や養殖魚の捕食による内水面漁業被害などを発生させて大きな問題となりました。近年は、人間に対する農漁業被害はもと

より、他の動物や野鳥の生息環境を圧迫し、既存の生態系に対する悪影響が心配される状況となっています。 

本市では、野生鳥獣による農業被害やその他の被害に対して、一義的には自助努力による被害回避の啓発に努めていますが、やむ

を得ない場合においては生態系に影響を与えない範囲で有害鳥獣駆除を許可・実施してきました。 

特にアライグマについては本市での被害が甚大であったため、他の市町村に先駆けて平成8年度から駆除の許可・実施（ 表3-4 ）

を行うようになりました。また、既存の生態系を守るためにアライグマの駆除を推進する国の方針も受け、令和3年4月1日より令

和13年3月31日までの10年間（ 令和3年3月に10年間延長更新 ）「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律」に基づき市内全域を確認区域として指定し、アライグマ、カニクイアライグマ及びアメリカミンクに限り、計画的な防除として、

箱わなにより捕獲し、適切な処分を行っています。 

しかしながら、その後の積極的な駆除の実施にもかかわらず、旺盛な繁殖力のためなかなか推定生息数が減らないのが実情です。 

＜表3-4：アライグマ捕獲数及び農業被害額の推移＞ 

単位～捕獲数（上段）：頭　　被害額（下段）：千円

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

捕獲数 9 118 146 73 48 77 64 58 33 83

農業被害額 4,744 9,200 8,371 4,717 1,627 1,223 913 1,005 230 320

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

捕獲数 49 29 59 71 25 53 72 84 85 111

農業被害額 192 128 141 212 56 210 285 394 607 750

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

捕獲数 153 263 285 253 256 234

農業被害額 649 678 885 695 526 605
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第2節 環境保全思想の普及に関する取り組み（R3.1～R3.12） 
環境への負荷の少ない社会を実現していくには、市民一人ひとりが環境に関心を持ち、環境保全に関する責任と義務を理解し、環
境保全活動に積極的に参加していくなどの高い意識を醸成していくことが重要です。そのためには、社会全体に共通認識が形成され
るように、継続した環境保全思想普及の取り組みが必要となります。令和３年に市内で実施された環境保全に関する取り組みをご紹
介します。 

1．市内各小中学校の取り組み 
（１）恵庭小学校 
  例年であれば、多くの保護者の皆様にもお手伝いいただくところですが、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下での活
動であったため、担当の委員の保護者の方と教職員で花壇整備を行いました。 
                 ＜花壇整備＞ 

（２）島松小学校 
 ア. リングプル・ペットボトルキャップの収集 
 ペットボトルのエコキャップを収集し、収集したペットボトルキャップはポリオワクチンに、交換し社会福祉協議会等へ寄贈して
います。 

＜福祉協議会への寄贈式＞ 
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 イ. 川（柏木川）の学習 
 総合的な学習や生活の時間等に、ＫＧＰ（柏木川プロジェクト）のご協力により、川の生態系や川周辺の樹木等を調べる授業を実
施しました。また、２年生はライフジャケットを着用して、川で浮かぶ体験を行いました。 

＜島松小：川の生態系を調べよう＞             ＜島松小：川で浮かぶ体験＞  

（３）柏小学校 
 ア. 花植え 
コミュニティ・スクールのボランティアとＰＴＡが協力して、学校の花壇への花植えとグラウンドの草抜きを行いました。また、
各学年の花壇には花苗を植え、その後のお世話活動は児童が行いました。 

＜柏小：花壇の花植え＞                  ＜柏小：グラウンドの草抜き＞  

 イ. 廃食油の回収 
(株)アレフの協賛により、家庭から出る廃食油の回収作業を行いました。回収作業には環境委員が携わりました。回収された廃食
油は、バイオディーゼル燃料に精製され、車両の燃料等として再利用されます。 
      ＜柏小：廃油油の回収＞ 
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（４）和光小学校 
 ・リングプル回収 
和光小学校では、理科や社会、総合的な学習の時間で学習した環境に関する問題などについて自分たちでできることをやってみよ
うという目的で、児童会が中心となり、リングプルとペットボトルキャップの収集を行っています。収集したリングプルなどは車椅
子等に交換しています。 
   ＜和光小：リングプルの回収＞ 

（５）松恵小学校 
ア. 緑の少年団 

 松恵小学校において、「緑の少年団」を組織しており、全児童が自然愛護活動、自然体験学習等に取り組んでいます。 
今年度の活動として、全学年の児童が学校農園、学校花壇、クリーン活動等を行いました。 
 また、６年生の児童は、卒業式に自分たちが育てた花を会場に飾るため、石田花園さんのご協力によって花の種まき、ポットへの
移し替えを行いました。 
  ＜松江小：農園活動（野菜の育て方・注意事項発表）＞       ＜松江小：花の学習（6年生 花の種まき）＞ 
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（６）若草小学校 
 ・学級花壇づくり 
 花のまちづくり活動として学級花壇づくりを行っています。学級それぞれが花の配置を考えて植え、日常の手入れの雑草取りや水
やりなどを行っています。最後には花壇の片付けを行い、1年を通して児童が中心に花壇のお世話を頑張っています。 
 ６年生は学級花壇に加えて、寄贈のあった花樽の手入れや、花壇周りの落ち葉清掃など校内ボランティアをして活躍をしてくれて
います。

＜若草小：学級花壇づくり＞ 

（７）恵み野小学校 
 ア. リングプルの収集 
 近隣の施設からも協力をいただき、ボランティア活動の一環として児童会でリングプルを収集し、社会福祉協議会等へ寄贈してい
ます。手話や盲導犬等、社会福祉については、４年生の総合的な学習で重点的に学習しています。集まったリングプルは児童会書記
局が委員会の時間に重量を計測し、車椅子を寄贈した時の写真と一緒に、児童玄関前に掲示しています。 
    ＜恵み野小：リングプルの収集＞  
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 イ. 花育活動 
本校の経営の重点のひとつ「豊かな心の育成」のために、児童と教師、保護者、地域の方々が一緒になって「花いっぱい運動」に取
り組んでいます。今年度も新型コロナウイルスの関係上、取組を縮減しながらの活動となりましたが、「美しい恵み野花の街づくり推
進協議会」のフラワーロードアジサイ植樹や、ＰＴＡ環境整備作業の花壇耕作、子どもたちの手で花壇整備等、令和２年度以上の活
動を実施することができました。 

＜恵み野小：花壇整備＞

ウ. 市内ゴミ拾い活動（クリーン作戦） 
  環境問題について、５年生の総合的な学習の中に重点的に位置付けて学習しています。５月２７日に「ゴミ０の日クリーン作戦」
を実施ました。集まったゴミは、玄関で児童会が集めました。 
        ＜恵み野小：クリーン作戦＞
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 エ. 川の学習、稚魚の放流 
 全学年が担当を決め、飼育・観察を行い、孵化・成長を観察しています。記録写真パネルを掲示し、育つ過程を確認しながらお世
話することで、生命の神秘に関心を持ち、大切に育てようとする心が育っています。計画的に水温を調節して、孵化を子どもたちが
見届け、３年生がサケの会の放流式に合わせて漁川に放流しています。（令和２・３年度、春の放流は中止） 
       ＜恵み野小：川の学習＞  

（８）恵み野旭小学校 
 ・リングプル収集 
 児童会学級委員会が中心となって呼びかけを行い、児童玄関やホールに回収ボックスを設置して収集を行っています。一定量たま
ったリングプルは関係機関へ郵送し、車椅子と交換しています。 
  ＜恵み野旭小：リングプル回収＞  
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（９）恵庭中学校 
 ア. サケの飼育 
毎年１２月に「恵庭市民サケの会」から種卵をいただき、卵から稚魚をふ化させ、４月の放流まで特別支援学級の生徒が管理しま
す。放流式は、昨年に続き今年も中止となり、サケの会の方に稚魚を託し、放流していただきました。

＜恵庭中：サケの飼育＞

イ. リングプル・ペットボトルキャップの収集 
 リングプルとペットボトルのエコキャップを通年で収集し、社会福祉協議会等へ寄贈して、ペットボトルキャップはポリオワクチ
ンに、リングプルは車椅子と交換してもらうようにしています。 
 ＜恵庭中：リングプル・ペットボトルキャップの収集＞

 ウ. 花植え 
 例年は、地域の町内会やＰＴＡと連携し、学校の花壇や地域のフラワーロード等への花植えをしています。その後は夏休みも含め、
生徒が学級内で草取りや水やりを分担しています。 
        ＜恵庭中：花植え＞
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 エ. ゴミ０ウォーキング 
 ゴミゼロの日（５月３０日）の趣旨を生徒会役員が説明し、全校生徒は通学路でゴミを拾いながら登校。朝の挨拶運動を兼ねて、
校門付近で生徒会役員がゴミを集約しました。今年は、５月３１日に実施しました。
       ＜恵庭中：ゴミ０ウォーキング＞ 

（１０）恵北中学校 
 ア. 花壇整備活動 
自然環境を大切にする心や生命を尊重する心の育成、さらにはふるさと恵庭への誇りを高めることをねらいに、学校花壇の花植えや
整備などの体験活動を実施しています。 

＜恵北中：花壇整備活動＞

 イ. リングプル・ペットボトルキャップの収集 
 ＧＬ運動の一環としてリングプルやペットボトルのエコキャップを収集し、収集したペットボトルキャップはポリオワクチンに、
リングプルは車椅子との交換に向けて、社会福祉協議会等へ寄贈しています。 
＜恵北中：リングプル・ペットボトルキャップ収集＞ 
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 ウ. 地域ボランティア（ゴミ拾い） 
 環境美化に努める活動を通して自然環境を大切にする心を育てることをねらいに学校周辺地域の清掃活動に全校生徒で分担して取
り組んでいます。 
    ＜恵北中：地域ボランティア（ゴミ拾い）＞ 

（１１）恵明中学校 
 ・フラワーロードの除草・環境整備 
５月１３日（木）と６月に校区内のごみ拾いや学校花壇の整備に取り組みました。 
ボランティアの生徒は、グループに分かれ学校の周辺の道路をはじめ、文教大学や恵庭市総合体育館周辺、生徒の通学路、地域の公
園などのゴミ拾いを行いました。また、学校の花壇整備、環境整備に取り組みました。 
 今年度はコロナ禍もありフラワーロードに関わる活動は出来ませんでしたが、「花に彩られたきれいな街、恵庭」を目指し、 
日ごろから生活していきたいと思います。

＜恵明中：学校花壇の整備＞ 

＜恵明中：校区内のごみ拾い＞ 
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（１２）柏陽中学校 
 ア. 花植え 
 本校では６月１日に植樹桝の草取り・整備を行い、７月１７日(土曜授業日)に生徒、保護者、コミュニティースクール関係者、地
域、若草小学６年生の計、約３５０人で約２，０００本の花苗を行いました。 
１０月には、再び、上記の方々と共に撤去作業を行いました。 

＜柏陽中：花植え＞ 

（１３）恵み野中学校 
 ・花植え 
 「美しい恵み野花の街づくり推進協議会」の方々とともに、団地中央通りの街路樹の根元に花苗を植えました。さらに恵み野小学
校と恵み野旭小学校の児童会役員とともに、恵み野中央公園の道路沿いにアジサイを植えました。 
       ＜恵み野中：花植え＞ 
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第4章 環境への負荷の少ない循環型社会の実現

第1節 地球温暖化問題に対する取組（恵庭市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進） 

1．COOL CHOICE（クールチョイス）とは 

2．恵庭市のCOOL CHOICE（まちごとCOOL CHOICE）（R2～R3年度）
 恵庭市では、政府の掲げる国民運動「COOL CHOICE」を受け、平成29年3月に市長による「恵庭市COOL CHOICE宣言」を実施（ 巻

末資料7 ）。平成28年3月に策定された恵庭市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、地球温暖化対策のための取組を進

めています。 

① 令和2年度の取組状況 

(1) 恵庭市低炭素まちづくり促進事業補助金 
 温室効果ガス排出量削減のためには日頃の省エネ行動はもちろんのこと、エネルギー効率の良い設備機器を導入するなど、ハード

面の取組も非常に重要です。市では地球温暖化対策につながる太陽光発電等の設備導入を促進するため、導入者への補助を実施して

います（ 表4-1 ）。補助の対象機器や助成額については、需要や地球温暖化対策への効果等を検証しながら、毎年度環境審議会にて

見直しを行っています。 

＜ 令和２年度恵庭市低炭素まちづくり促進事業補助金広告＞ 
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＜ 表4-1：対象設備と補助実績 ＞ 

対 象 設 備 
補 助 金 額 件   数 

名   称 概   要 

家庭用燃料電池 

（エネファーム） 

ガス・灯油などから燃料となる水素を取り出し、空気

中の酸素と反応させて発電するシステム。発電時の廃

熱は給湯に利用される。 
定額100,000円 

0 

ガスエンジンコージェネレーシ

ョン 

ガスを燃料としてガスエンジンやガスタービンなどの

原動機を駆動して発電し、同時に排熱を給湯や暖房等

に利用するシステム。 

5 

(2) Web掲載用啓発画像・動画の作成 
 若年層・子育て世代を対象に、気候変動に対する危機意識の醸成・関心の惹起を目的として、啓発画像・動画を作成し、SNS等で

配信しました。 

          ＜啓発画像＞                        ＜啓発動画＞ 

 (3) 小学生向け動画と環境クイズページの作成 
 小学生を対象に、楽しみながら見て学ぶことができる啓発動画を作成し、Web上で公開しました。また、この動画の内容と関連し

た「エコクイズ」のWebページを作成し公開しました。 

          ＜小学生向け啓発動画＞              ＜小学生向けクイズページ＞  
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 (4) 小・中学生向けリーフレットの作成 
小学生・中学生を対象とした、啓発リーフレットを作成し、市内の全ての小・中学校（小学校８校、中学校５校）の全生徒に配布

しました。 

＜小学生向けリーフレット＞                 ＜中学生向けリーフレット＞ 

（5)  市内フリーペーパーへの啓発記事掲載 
60歳代以上を主な対象とした断熱リフォームの促進およびファミリー層を対象とした新築住宅（ZEH)促進のため、市域で配布され

るフリーペーパー「ちゃんと」に啓発記事を4回にわたって掲載しました。 

＜令和2年11月25日号掲載＞                 ＜令和2年12月25日号掲載＞

＜令和3年 1月15日号掲載＞                 ＜令和3年 1月29日号掲載＞ 
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 (6) 市広報誌への特集記事掲載 
広報えにわ１２月号（１２月１日発行）に特集記事「私たちができる地球温暖化対策～省エネリフォームのすすめ～」を 

掲載しました。 

     ＜令和2年12月号掲載＞  

② 令和3年度の取組状況 

(1) 恵庭市低炭素まちづくり促進事業補助金 
 温室効果ガス排出量削減のためには日頃の省エネ行動はもちろんのこと、エネルギー効率の良い設備機器を導入するなど、ハード

面の取組も非常に重要です。市では地球温暖化対策につながる設備導入を促進するため、導入者への補助を実施しました（ 表4-2 ）。   

市では平成25年度からこの補助事業を実施し、対象機器や助成額について、需要や地球温暖化対策への効果等を検証しながら、毎

年度環境審議会にて見直し等を行っておりましたが、今後の制度のあり方を検討した結果、この制度はこれまでに省エネ設備の導入

促進に一定の役割を果たしたこと、補助する人数に限りがあることから、当補助事業については令和3年度末で終了とし、今後は多

くの市民を対象として省エネ設備等の周知啓発を行っていくこととなりました。 

＜ 令和3年度恵庭市低炭素まちづくり促進事業補助金広報掲載＞ 
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＜ 表4-2：対象設備と補助実績 ＞ 

対 象 設 備 
補 助 金 額 件   数 

名   称 概   要 

家庭用燃料電池 

（エネファーム） 

ガス・灯油などから燃料となる水素を取り出し、空気

中の酸素と反応させて発電するシステム。発電時の廃

熱は給湯に利用される。 

定額100,000円 0 

(2) Web掲載用啓発動画の作成 
市民に省エネ住宅やサステナブルなライフスタイルを啓発するため、啓発動画を３本製作し、市公式YouTubeに掲載しました。 

             ＜動画① やっ田家の環境にいいことやってみた！【断熱DIY編】＞ 

＜動画② やっ田家の環境にいいことやってみた！【脱炭素なライフスタイル編】＞ 

＜動画③ みどりのクレヨンどこいった? （絵本読み聞かせ動画） ＞ 

- 47 -



(3) 環境絵本の製作
 児童の『環境（みどり）を大切にするこころ』を育てることを目的に絵本を製作し、市内保育園、幼稚園等の年中、年長の全児童

に配布したほか、子どもが集う公共施設や病院に配架しました。 

＜環境絵本の製作：みどりのクレヨンどこいった?＞

(4)  市広報誌への特集記事掲載
 断熱リフォーム等の大きな予算を捻出できない層に対しても効果的な啓発を行うことを目的に、市広報誌に内断熱窓DIYの紹介

記事を掲載しました。

＜令和3年12月号掲載＞
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(5) 市内フリーペーパーへの啓発記事掲載

家庭における太陽光発電システム（蓄電池含む）の導入促進および市内製造業者における省エネ機器の導入促進を目

的に、市域で配布されるフリーペーパー「ちゃんと」に事業広告・啓発記事を掲載しました。 

＜令和3年 8月号掲載＞                    ＜令和4年 1月号掲載＞ 
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第2節 恵庭市環境基本計画の推進

1．第2次恵庭市環境基本計画の概要 

恵庭市環境基本計画は、平成9年に制定された恵庭市環境基本条例に基づいて、良好な環境の確保及び将来の世代への継承や環境へ

の負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築などを基本理念として平成13年3月に策定しました。策定から10年以上経過し、

計画の個別施策の中には、既に達成された施策がある一方で、いまだ成し遂げていないものもあり、再度問題点を整理しながら、よ

り効果的な施策への展開や、市民・事業者各主体の自主的な取組が必要となっています。新たな課題や情勢の変化に対応するため、

平成24年度当初に第2次環境基本計画を策定しました。 

第2次計画では、『自然と共生し、継承していくまち』『快適で、心の豊かさをはぐくむまち』『安全で安心してくらせるまち』『地域

から地球へ、みんなで地球を大切にするまち』『限りある資源を大切にし、循環に取組むまち』『みんなが環境について学び、一体と

なるまち』の6つの望ましい環境像を設定し、『自然との共生』『安全・安心な地域環境』『地球温暖化対策の推進』『循環型社会の形成』

『情報提供・担い手づくり』の5つの基本目標を定め、15項目の環境施策、32項目の取組項目、178項目の個別施策を設定し、取組を

実施しています。第2次環境基本計画は平成24年度から令和3年度まで実施されました。 

令和4年度からは「第3次環境基本計画」を基に環境施策・取組項目・個別施策が設定・実施されます。 

＜ 図4-1 望ましい環境像、視点・基本目標 ＞ 

望ましい環境像

・自然と共生し、継承していくまち
・快適で、心の豊かさをはぐくむまち
・安全で安心してくらせるまち
・地域から地球へ、みんなで地球を大切にするまち
・限りある資源を大切にし、循環に取組むまち
・みんなが環境について学び、一体となるまち

視点・基本目標

【自然環境】
自然との共生

【生活環境】
安全・安心な地域環境

【地球環境】
地球温暖化対策の推進

【循環】
循環型社会の形成

【協働】
情報提供・担い手づくり

- 50 -



＜ 図4-2 環境施策・取組項目 ＞ 

環境施策

生物多様性の保全

ふれあい空間の創造

快適な環境の保全と創造

澄みきった空気の保全

健全な水循環の創造

静けさのあるくらしの確保

良好なくらしの確保

地球温暖化防止対策の推進

地球環境保全対策の推進

廃棄物適正処理の推進

リサイクル対策の推進

環境に関する情報の充実

環境学習の推進

協働体制づくりの推進

取　　組　　項　　目

豊かな森林の保全と継承 水辺環境の保全と創造

野生動植物の保護と保全 健全な生態系の保全と管理

自然とふれあえる場づくり 公園や緑地の整備の推進

魅力ある景観の創出

花と緑のまちづくりの推進 環境保全型農業の推進

歴史と文化の継承

大気汚染の防止と啓発 自動車排気ガス対策の推進

水道水源の保全の推進 豊富・安全な水の確保

排水対策と河川の水質浄化の
推進

騒音・振動対策の推進

安全な土壌環境の保全

温室効果ガス排出抑制の推進

ごみ排出量の削減対策の推進

リサイクル社会の推進

透明性の向上と信頼の確保

環境学習の推進

市民・事業者・市の間でのパー
トナーシップの確立

悪臭防止対策の推進

有害化学物質対策の推進

省資源・省エネルギー対策の
推進

新エネルギーの利用の推進

地球規模の森林保全への貢
献

廃棄物の適正な処理・処分対
策の推進

環境情報の提供の充実

近隣市町村を含めた広域的な
ネットワークの形成

オゾン層破壊の防止と保護

自然環境の保全

自然との共生

安全・安心な地域環境

地球温暖化対策の推進

循環型社会の形成

情報提供・担い手づくり
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2．第 2 次環境基本計画の達成状況
第2次環境基本計画は、毎年個別施策178項目についてそれぞれ実施状況を以下の５つの分類にわけ確認していきます。 

 【実施状況の分類】 

 ①個別施策について具体化されて完了したもの 

 ②個別施策について具体化されて継続中のもの 

 ③個別施策について具体化されて実施に向け調査中のもの 

 ④個別施策について具体化されておらず未着手のもの 

 ⑤個別施策について中止となったもの 

令和3年度の実施状況の取りまとめ結果は下表の通りです 

施策のうち、「完了」となったものは10項目。約94％にあたる168項目の施策が「継続中」となっています。施策の性質上、完了

とはならず、継続中の項目が殆どを占めている状態となります。 

各取組項目については、第2次環境基本計画の最終年度である令和3年度の総括を基に、令和4年度から実施となる「第3次環境

基本計画」に反映を行います。 

＜表4-3.第2次環境基本計画の令和3年度の実施状況＞ 

環境施策 取組項目 項目数 完了 継続中 調査中 未着手 中止 合計
①豊かな森林の保全と継承 11 0 11 0 0 0 11
②水辺環境の保全と創造 9 1 8 0 0 0 9
①野生動植物の保護と保全 7 0 7 0 0 0 7
②健全な生態系の保全と管理 5 0 5 0 0 0 5
①自然とふれあえる場づくり 4 1 3 0 0 0 4
②公園や緑地の整備の推進 3 0 3 0 0 0 3
③魅力ある景観の創出 5 0 5 0 0 0 5
①花と緑のまちづくりの推進 7 1 6 0 0 0 7
②環境保全型農業の推進 3 0 3 0 0 0 3
③歴史と文化の継承 5 0 5 0 0 0 5
①大気汚染の防止と啓発 3 1 2 0 0 0 3
②自動車排ガス対策の推進 2 0 2 0 0 0 2
①水道水源の保全の推進 3 0 3 0 0 0 3
②豊富・安全な水の確保 3 1 2 0 0 0 3
③排水対策と河川水質浄化の推進 10 0 10 0 0 0 10

2-3　静けさのある暮らしの確保 ①騒音・振動対策の推進 6 0 6 0 0 0 6
①安全な土壌環境の保全 3 0 3 0 0 0 3
②悪臭防止対策の推進 1 0 1 0 0 0 1
③有害化学物質対策の推進 6 0 6 0 0 0 6
①温室効果ガス排出抑制の推進 11 3 8 0 0 0 11
②省資源・省エネルギー対策の推進 9 0 9 0 0 0 9
③新エネルギー利用の推進 5 0 5 0 0 0 5
①オゾン層破壊の防止と保護 2 0 2 0 0 0 2
②地球規模の森林保全への貢献 6 0 6 0 0 0 6
①ごみ排出量の削減対策の推進 7 2 5 0 0 0 7
②廃棄物の適正な処理・処分対策の推進 9 0 9 0 0 0 9

4-2　リサイクル対策の推進 ①リサイクル社会の推進 10 0 10 0 0 0 10
①透明性の向上と信頼性の確保 3 0 3 0 0 0 3
②環境情報の提供の充実 4 0 4 0 0 0 4

5-2　環境学習の推進 ①環境学習の推進 7 0 7 0 0 0 7
①市民・事業者・市の間でのパートナーシップの確立 5 0 5 0 0 0 5
②近隣市町村を含めた広域的なネットワークの形成 4 0 4 0 0 0 4

178 10 168 0 0 0 178合　　　計

3-2　地球環境保全対策の推進

4-1　廃棄物適正処理の推進

5-1　環境に関する情報の充実

5-3　協働体制づくりの推進

2-1　澄みきった空気の保全

2-2　健全な水循環の創造

2-4　良好なくらしの確保

3-1　地球温暖化防止対策の推進

1-1　自然環境の保全

1-2　生物多様性の保全

1-3　ふれあい空間の創造

1-4　快適な環境の保全と創造

完了 10 5.6%

継続中 168 94.4%

調査中 0 0.0%

未着手 0 0.0%

中止 0 0.0%

合計 178 100.0%

令和3年度末
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また、令和3年度は「第2次環境基本計画」の最終年度であることから、最終的な達成度について総括するため、成果指標毎に達

成状況をまとめました。 

①自然環境に係る指標 【○：達成 ●：未達成】 

自然環境に係る項目の直近の状況は、以下のように整理できます。 

○「環境緑地保護地区・保全地区」や「保護樹木」の指定状況は、現状を維持できています。 

●「1 人あたりの公園面積」は目標値の約半分で未達成の状況で、北海道平均より低い値ですが、全国平均より高い値となってい

ます。なお、国や道の方針を踏まえると、今後は公園面積を増やすよりも、公園の維持管理や質の向上（防災や福祉などの多面的機

能の活用）が求められることとなります。 

○「環境に対する満足度」は、全ての項目に置いて、前回アンケートよりも満足度が増加しています。 

②生活環境に係る指標 【○：達成 ●：未達成】 

生活環境に係る項目の直近の状況は、以下のように整理できます。 

○「大気汚染物質」は、測定開始から現在まで良好で、環境基準を達成し続けていることなどから、測定終了としています。 

○「水質汚濁物質は」、環境基準の設定されている千歳川の舞鶴橋において、環境基準を達成し続けています。 

●「自動車騒音」は、全ての地点で環境基準を達成できていない年もあるものの、例年99％以上の達成率を維持しています。 

③地球環境に係る指標 【○：達成 ●：未達成】 

地球環境に係る項目の直近の状況は、以下のように整理できます。 

●「市役所の事務・事業における二酸化炭素排出量（エネルギー起源）」は近年増加しており、削減が進んでいない状況です。また、

令和2年3月よりごみの焼却施設が稼働したため、エネルギーの使用による排出量の増加が見込まれています。加えて、第５次恵庭

市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定に伴い、令和6年度の目標が10,011t-CO2に設定されたため、今後さらなる削減が

必要です。 

◆「公共施設における新エネルギーの導入」では、 

○「太陽光発電」は、現行計画策定後、本庁舎・島松公民館・学校に導入しています。 

●「太陽熱利用」は、導入が進んでいません。 

○「バイオマス発電」は、下水終末処理場で導入しています。下水・生ごみ・浄化槽汚泥から出るバイオガスを利用して発電して

おり、Ｒ2.4.1から民設民営に切り替えて全量をFIT売電しています。 

●「バイオマス熱利用」は、計画策定時はバイオガスをボイラーの燃料として使用していましたが、現在はバイオガスのほぼ全量

をバイオガス発電に活用しており、ボイラーとしては使用していません。 

◆「公共施設における省エネルギーの推進」では、 

○「低公害車」は、計画策定後、「電気自動車」を２台導入しました。 

○「道路照明・防犯灯」は、計画策定後、LED防犯灯への更新を進めています。 

○「日常生活における環境保全の取り組み状況」は、全ての項目に置いて、前回アンケートよりも取組が増加しています。 

④循環に係る指標 【○：達成 ●：未達成】 

循環に係る項目の直近の状況については、以下のように整理できます。 

●「一人一日当たりのごみ排出量」は目標未達ですが、排出量は減少傾向です。 

●「リサイクル率」は目標未達成で、近年は減少傾向ですが、北海道平均や全国平均よりも10％以上高い値であり、取組は進んで

います。 

●「最終処分量の低減」は目標未達成で、減少傾向なものの目標には遠い状況ですが、令和2年からごみ焼却施設が稼働したため、

今後大きく減少することが予想されます。 

○「環境に対する満足度」は、全ての項目に置いて、前回アンケートよりも満足度が増加しています。 

○「日常生活における環境保全の取り組み状況」のうち、「生ごみの減量に心掛けている」は、前回アンケートよりも取組が増加し

ています。 

●「日常生活における環境保全の取り組み状況」のうち、「ごみはきちんと分別して出している」は、前回アンケートと同じ取組状

況で、増加はしていません。しかし、前回・現状共に多くの取組が実施されている状況のため、取組状況自体は高い水準にあります。 

⑤協働に係る指標

協働に係る項目の直近の状況については、以下のように整理できます。 

○「環境に対する満足度」は、全ての項目に置いて、前回アンケートよりも満足度が増加しています。 
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＜表4-4.第2次環境基本計画の各成果指標の達成状況＞ 

基本目標 指標 目標 成果 

① 自然との共生 環境緑地保護地区・保全地区 現状維持（７箇所） 達成 

保護樹木 現状維持（６箇所） 達成 

1人あたりの公園面積 現状（20.45㎡/人）→38.4㎡/人 未達成（25.06㎡/人） 

緑とのふれあいの多さ 満足度が現状（3.44）より増加 達成（3.47） 

野生の生き物との親しみやすさ 満足度を現状（3.14）より増加 達成（3.17） 

川や水辺とのふれあいの多さ 満足度を現状（3.11）より増加 達成（3.47） 

② 安全・安心な地域環境 

大気汚染物質 

環境基準達成 

・二酸化硫黄 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

達成 

水質汚濁物質 
環境基準達成 

・ＢＯＤ（７５％値） 
達成 

自動車騒音 環境基準達成 達成 

③ 地球温暖化対策の推進 

公共施設における 

新エネルギーの導入 

太陽光発電 → 増加 

（図書館・桜町公園・道と川の駅）
達成 

太陽熱利用の実施 未達成 

バイオマス発電の実施 達成 

バイオマス熱利用→増加 

（下水終末処理場：メタンガス

ボイラー使用625,766  ）

廃止（発電に移行） 

公共施設における 

省エネルギーの推進 

低公害車 → 増加 達成 

道路照明・防犯灯 → 増加 達成 

日常生活における 

環境保全の取組 

「太陽光発電などクリーンエネル

ギーを導入している」→ 取組状況

が現状（1.06）より増加 
達成（1.14） 

日常生活における 

環境保全の取組 

「環境に配慮した暖房機器の

使用を心掛けている」→ 取組

状況が現状（2.29）より増加 

達成（2.54） 

④ 循環型社会の形成 
1人一日当たりの 

ごみの排出量 

531ｇ/日・人（Ｈ22）→ 

516ｇ/日・人（Ｈ30） 
達成（494ｇ/日・人）

リサイクル率 25.6％ → 50％以上（Ｈ30） 未達成（35.7％） 

最終処分場の低減目標値 Ｈ30に処分量20％（Ｈ13比） 
未達成 

（Ｈ30実績：107％（Ｈ13

比））

ごみ出し、ポイ捨てなどのマナー アンケート満足度（5段階）2.61→増加 達成（3.14） 

生ごみの減量に心掛けている アンケート結果（3段階）2.21→増加 達成（2.26） 

ごみはきちんと分別して出している アンケート結果（3段階）2.92→増加 達成（2.92） 
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基本目標 指標 目標 成果 

⑤ 情報提供・担い手づくり 市民一人ひとりの 

環境に対する意識や取り組み 

アンケート満足度（5 段階）2.67

→増加
達成（2.98） 

市や事業者による 

環境情報の提供 

アンケート満足度（5 段階）2.63

→増加
達成（2.90） 

以上の総括を基に「第3次環境基本計画」を策定し、令和4年度からは新計画の下で環境施策の実施、目標管理、達成確認等を行

っていきます。 
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④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

① 東２ユカンボシ川橋 ⑥ 柏木川　柏木橋

② 漁川　中島橋 ⑦ 西７柏木川橋

③ 漁川　漁川（南21号）橋 ⑧ 南15新ルルマップ川橋

④ 漁川　南12号漁川橋 ⑨ 島松川　久蔵橋

⑤ 茂漁川　茂漁通橋 ⑩ 千歳川　舞鶴橋

凡　　　　　　例
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天候（当日）：曇時々雨　　（前日）：曇 採水年月日： 令和3年4月21日

採水番号 定量下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備　　考

河　川　名 ユカンボシ川 茂 漁 川 ﾙﾙﾏｯﾌﾟ川 島 松 川 千 歳 川

採水地点
東２ユカン
ボシ川橋

中 島 橋 南21号橋 南12号橋 茂漁通橋 柏木橋
西７線柏木

川橋
南15号ルル
マップ川橋

久蔵橋 舞 鶴 橋

採水時刻 15:50 15:19 12:43 11:17 15:04 14:09 11:52 12:15 14:36 10:38

水温（ ℃ ） 8.2 8.8 8.9 8.3 8.7 8.9 9.5 11.8 8.8 8.9

透視度（ ㎝ ） 50< 17 23 21 50< 50< 50< 50< 50< 50<
pH（水素イオン濃

度）
小数1桁 7.4 7.2 7.0 7.1 7.4 7.2 7.3 7.4 7.6 7.3

DO（mg/L） 0.5 9.6 11.2 11.2 11.5 11.5 10.7 11.0 11.8 10.9 11.4

SS（mg/L） 1 1 14 13 23 3 1 1 1 2 5

BOD（mg/L） 0.5 0.5 <0.5 <0.5 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 <0.5 1.0

COD（mg/L） 0.5 5.0 2.2 2.2 3.2 1.8 2.2 2.4 2.2 2.6 2.9
大腸菌群数

（MPN/100mL） 0 7,900 94 130 170 790 33,000 23,000 490 330 490
アンモニア性　　窒素

（mg/L） 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 0.23

全りん（mg/L） 0.003 0.480 0.029 0.022 0.051 0.019 0.024 0.017 0.010 0.017 0.088

参考事項

柏 木 川

令 和 3 年 度　第 1 回　市 内 河 川（ 千 水 連 ）水 質 調 査 結 果 表

漁　　川

資
料
5



天候（当日）：晴時々曇（前日）：曇時々雨 採水年月日： 令和3年6月16日

採水番号 定量下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備　　考

河　川　名 ユカンボシ川 茂 漁 川 ﾙﾙﾏｯﾌﾟ川 島 松 川 千 歳 川

採水地点
東２ユカン
ボシ川橋

中 島 橋 南21号橋 南12号橋 茂漁通橋 柏木橋
西７線柏木

川橋
南15号ルル
マップ川橋

久蔵橋 舞 鶴 橋

採水時刻 15:19 14:53 12:13 10:51 14:34 13:36 11:24 11:43 14:04 10:06

水温（ ℃ ） 17.5 18.5 19.6 18.3 15.9 17.0 16.7 16.1 18.7 16.0

透視度（ ㎝ ） 50< 50< 50< 50< 50< 50< 50< 50< 50< 50<
pH（水素イオン濃

度）
小数1桁 7.5 7.4 7.4 7.2 7.8 7.3 7.3 7.3 7.7 7.2

DO（mg/L） 0.5 9.0 9.7 10.0 9.2 11.5 9.9 10.1 9.3 9.4 9.8

SS（mg/L） 1 1 3 3 6 <1 2 4 4 3 8

BOD（mg/L） 0.5 1.0 0.9 1.0 5.6 1.0 1.1 1.9 1.6 1.1 1.6

COD（mg/L） 0.5 3.7 1.9 1.6 3.5 1.5 2.3 3.5 3.4 3.7 3.3
大腸菌群数

（MPN/100mL） 0 11,000 490 490 1,700 330 33,000 79,000 2,300 1,300 11,000
アンモニア性　　窒素

（mg/L） 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.7 <0.05 <0.05 0.24 <0.05 <0.05 0.30

全りん（mg/L） 0.003 0.390 0.012 0.009 0.057 0.013 0.031 0.061 0.024 0.028 0.085

参考事項

令 和 3 年 度　第 2 回　市 内 河 川（ 千 水 連 ）水 質 調 査 結 果 表

漁　　川 柏 木 川



天候（当日）：晴れのち雨 　（前日）：曇時々雨 採水年月日： 令和3年8月4日

採水番号 定量下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備　　考

河　川　名 ユカンボシ川 茂 漁 川 ﾙﾙﾏｯﾌﾟ川 島 松 川 千 歳 川

採水地点
東２ユカン
ボシ川橋

中 島 橋 南21号橋 南12号橋 茂漁通橋 柏木橋
西７線柏木

川橋
南15号ルル
マップ川橋

久蔵橋 舞 鶴 橋

採水時刻 14:47 14:25 12:47 11:24 14:08 13:18 11:54 12:18 13:42 10:43

水温（ ℃ ） 19.5 23.9 23.4 24.3 15.7 16.0 18.7 12.2 20.4 25.3

透視度（ ㎝ ） 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50< 50＜
pH（水素イオン濃

度）
小数1桁 7.5 7.3 7.3 7.3 7.6 7.2 7.2 7.3 7.5 7.4

DO（mg/L） 0.5 8.4 8.2 9.3 8.2 11.1 10.0 8.5 9.4 0.8 1.8

SS（mg/L） 1 3 1 1 8 1 1 2 7 2 3

BOD（mg/L） 0.5 1.4 0.8 0.9 7.8 0.9 0.7 0.9 1.1 0.8 1.8

COD（mg/L） 0.5 4.4 1.4 1.4 5.2 1.0 1.6 1.8 2.8 2.2 2.0
大腸菌群数

（MPN/100mL） 0 49,000,000 7,000 2,300 33,000 1,300 110,000 23,000 49,000 33,000 13,000
アンモニア性　　窒素

（mg/L） 0.05 0.05 0.07 ＜0.05 6.3 ＜0.05 ＜0.05 0.08 <0.05 <0.05 0.08

全りん（mg/L） 0.003 0.560 0.012 0.012 0.190 0.014 0.043 0.038 0.031 0.025 0.140

参考事項

令 和 3 年 度　第 3 回　市 内 河 川（ 千 水 連 ）水 質 調 査 結 果 表

漁　　川 柏 木 川



天候（当日）：晴　（前日）：晴 採水年月日： 令和3年10月13日

採水番号 定量下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備　　考

河　川　名 ユカンボシ川 茂 漁 川 ﾙﾙﾏｯﾌﾟ川 島 松 川 千 歳 川

採水地点
東２ユカン
ボシ川橋

中 島 橋 南21号橋 南12号橋 茂漁通橋 柏木橋
西７線柏木

川橋
南15号ルル
マップ川橋

久蔵橋 舞 鶴 橋

採水時刻 14:38 14:12 12:03 10:40 13:57 13:09 11:10 11:34 13:34 10:00

水温（ ℃ ） 9.0 8.1 8.5 7.8 6.0 7.2 5.5 6.8 7.0 8.5

透視度（ ㎝ ） 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 50＜
pH（水素イオン濃

度）
小数1桁 7.5 7.4 7.6 7.4 7.7 7.4 7.3 7.4 7.7 7.3

DO（mg/L） 0.5 9.7 10.7 11.2 10.3 12.5 10.9 9.6 10.2 10.8 9.0

SS（mg/L） 1 ＜1 1 1 2 1 ＜1 1 2 2 3

BOD（mg/L） 0.5 0.7 0.6 0.8 2.2 0.5 0.5 ＜0.5 0.5 0.5 1.2

COD（mg/L） 0.5 2.6 1.5 1.5 2.3 1.1 1.2 1.7 2.2 2.5 2.3
大腸菌群数

（MPN/100mL） 0 1,400,000 790 1,300 4,900 490 79,000 7,900 3,300 1,100 3,300
アンモニア性　　窒素

（mg/L） 0.05 0.06 ＜0.05 ＜0.05 1.7 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 0.15

全りん（mg/L） 0.003 0.190 0.008 0.008 0.040 0.014 0.028 0.022 0.023 0.024 0.130

参考事項

令 和 3 年 度　第 4 回　市 内 河 川（ 千 水 連 ）水 質 調 査 結 果 表

漁　　川 柏 木 川



天候（当日）：曇　（前日）：晴 採水年月日： 令和3年12月15日

採水番号 定量下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備　　考

河　川　名 ユカンボシ川 茂 漁 川 ﾙﾙﾏｯﾌﾟ川 島 松 川 千 歳 川

採水地点
東２ユカン
ボシ川橋

中 島 橋 南21号橋 南12号橋 茂漁通橋 柏木橋
西７線柏木

川橋
南15号ルル
マップ川橋

久蔵橋 舞 鶴 橋

採水時刻 14:07 13:45 11:47 10:33 13:33 12:13 10:50 11:19 13:08 10:00

水温（ ℃ ） 8.5 5.2 5.3 4.5 7.5 6.7 6.2 6.5 4.5 5.5

透視度（ ㎝ ） 50＜ 50＜ 50＜ 50< 50＜ 50＜ 50< 50＜ 50< 50<
pH（水素イオン濃

度）
小数1桁 7.4 7.2 7.2 7.3 7.4 7.2 7.2 7.4 7.4 7.2

DO（mg/L） 0.5 10.8 13.3 13.2 12.1 12.4 11.6 11.0 11.4 12.6 10.4

SS（mg/L） 1 ＜1 2 1 4 2 ＜1 1 3 1 1

BOD（mg/L） 0.5 ＜0.5 0.6 ＜0.5 1.8 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6

COD（mg/L） 0.5 1.5 1.0 1.0 2.5 1.1 1.3 1.3 1.7 1.7 1.5
大腸菌群数

（MPN/100mL） 0 33,000 220 790 2,300 790 49,000 13,000 2,300 2,300 130
アンモニア性　　窒素

（mg/L） 0.05 ＜0.05 0.06 ＜0.05 2.7 ＜0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.19

全りん（mg/L） 0.003 0.160 0.009 0.010 0.078 0.018 0.025 0.014 0.017 0.015 0.087

参考事項

令 和 3 年 度　第 5 回　市 内 河 川（ 千 水 連 ）水 質 調 査 結 果 表

漁　　川 柏 木 川



天候（当日）：晴　（前日）：雪 採水年月日： 令和4年2月16日

採水番号 定量下限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備　　考

河　川　名 ユカンボシ川 茂 漁 川 ﾙﾙﾏｯﾌﾟ川 島 松 川 千 歳 川

採水地点
東２ユカン
ボシ川橋

中 島 橋 南21号橋 南12号橋 茂漁通橋 柏木橋
西７線柏木

川橋
南15号ルル
マップ川橋

久蔵橋 舞 鶴 橋

採水時刻 15:10 14:45 13:02 11:35 14:16 13:17 12:03 12:27 14:00 11:09

水温（ ℃ ） 3.2 2.7 4.7 3.3 7.0 5.6 4.9 5.7 3.3 2.5

透視度（ ㎝ ） 22 50＜ 50＜ 50＜ 50＜ 40.0 50＜ 50＜ 50＜ 50＜
pH（水素イオン濃

度）
小数1桁 7.7 7.5 8.0 7.6 7.5 7.4 7.5 7.5 7.6 7.5

DO（mg/L） 0.5 11.6 14.8 15.6 14.6 12.2 12.3 13.9 13.4 13.5 13.2

SS（mg/L） 1 6 1 2 2 5 3 <1 1 <1 3

BOD（mg/L） 0.5 1.7 ＜0.5 ＜0.5 1.2 ＜0.5 0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

COD（mg/L） 0.5 4.4 1.3 1.3 2.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4
大腸菌群数

（MPN/100mL） 0 230,000 280 23 1,300 49 17,000 2,300 230 230 33
アンモニア性　　窒素

（mg/L） 0.05 0.06 <0.05 <0.05 3.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.21

全りん（mg/L） 0.003 0.480 0.009 0.010 0.084 0.024 0.028 0.013 0.012 0.015 0.081

参考事項

令 和 3 年 度　第 6 回　市 内 河 川（ 千 水 連 ）水 質 調 査 結 果 表

漁　　川 柏 木 川



「恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」の
　　　　　　　　　　水道水源保全地域図

凡　　　例

水源保全地域

行政界

資料6
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環

境

施

策

1-1自然環境の保全 

取

組

項

目

①豊かな森林の保全と継承 
豊かな自然環境と共生するために、現存する豊かな森林を保全し、後世へ引き継いでいける

ように努めます。 

市
の
個
別
取
組

1.野生動植物生息地（鳥獣、環境緑地等）の保全と保護 
2.良好な自然環境等の現状の把握及び保全 
3.自然保護監視員等との連携 
4.不法投棄などに対する監視・通報体制の確立 
5.防風林の維持・保全 
6.水源涵養機能を持った森林の保全 
7.「恵庭市水と緑のまちづくり推進条例」に基づく地域指定と適正な管理 
8.保護樹木の維持・保全 
9.森林・林業振興のため、計画的な森林経営の支援 
10.恵庭市森林整備計画の推進 
11.地域材利用の推進（恵庭市地域材利用推進方針） 

②水辺環境の保全と創造 
水辺に生息する野生動植物の良好な生息空間を確保するとともに、ふれあうための親水空
間の整備・保全をすすめていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.水辺に生息する動植物の把握 
2.多自然型川づくりの推進 
3.河川緑地の維持管理・整備の推進 
4.水辺を利用した環境教育活動及びイベントの実施 
5.親水性向上のための水質改善の推進 
6.河川愛護団体などの市民参加による河川清掃の推進 
7.高齢者や障がい者も水辺に近づきやすい整備 
8.親水公園の整備及び利用の促進 
9.野鳥や水辺生物とのふれあい場所の整備と保全 

1-2生物多様性の保全 

取

組

項

目

①野生動植物の保護と保全 
市内に生息する野生動植物の調査・研究をすすめ、保護・保全に努めていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.鳥獣保護員等との連携 
2.絶滅の恐れのある野生動植物の生態等の把握・保全 
3.野生鳥獣のデータの継承と有効活用 
4.傷病鳥獣保護対策の推進 
5.病害虫の防除 
6.国や北海道の取組と連携し、在来樹種の保護・活用の推進 
7.生物の生息環境に配慮した整備方法の徹底 

②健全な生態系の保全と管理 
外来生物等の対策を通じて、健全な生態系の保全・管理をすすめていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.生物の多様性と共存に対する理解と啓発活動の推進 
2.移入生物に対する問題点等の教育普及活動 
3.移入動物の防除及び駆除対策の確立 
4.不法投棄などに対する監視・通報体制の確立 
5.飼育動植物の適正な飼育管理の推進 

環境施策の展開 

－望ましい環境像－
 ＜自然と共生し、継承していくまち＞
 ＜快適で、心の豊かさをはぐくむまち＞

第２次恵庭市環境基本計画 

（平成２４年度～令和３年度） 

資料8



環

境

施

策

1-3ふれあい空間の創造 

取

組

項

目

①自然とふれあえる場づくり 
身近な自然とふれあえる空間を整備していきます。 

市
の
個
別

取
組

1.都市・農業交流の推進 
2.愛鳥週間など自然愛護に関する情報の提供 
3.身近な自然にふれあえるように自然環境の情報の提供 
4.自転車および歩行者が利用しやすい施設整備の推進 

②公園や緑地の整備の推進 
 緑があふれる公園や緑地の整備をすすめ、身近なふれあい空間の整備をすすめていきます。 

市
の
個
別

取
組

1.公園・緑地の整備 
2.緑化の推進 
3.管理体制の充実 

③魅力ある景観の創出 
 快適な景観を維持・創出するための施策をすすめていきます。 

市
の
個
別

取
組

1.まちの美化の普及・啓発活動の推進 
2.全市一斉清掃の推進 
3.景観に配慮した公共施設の整備 
4.地域での環境美化活動の推進 
5.コンパクトシティの推進 

1-4快適な環境の保全と創造 

取

組

項

目

①花と緑のまちづくりの推進 
水と緑のやすらぎプランに基づき、花と緑に囲まれた心地よい街並みの整備を進めていきま
す。 

市
の
個
別
取
組

1.公共施設及び工場・事業場等の緑化推進 
2.開発事業における緑化の誘導 
3.緑化協定 
4.身近な緑地の創出 
5.花壇コンクールの推進 
6.みどりの推進員による啓発 
7.花のまちづくりの推進 

②環境保全型農業の推進 
 化学肥料・農薬などの適正使用をすすめ、環境負荷の少ない農業を実践するなどの取組みを
支援します。 

市
の
個
別

取
組

1.農薬や化学肥料の適正使用と豊かな土づくりの推進 
2.地産地消を通じた都市と農村の交流の推進 
3.環境保全型農業に関する情報提供の充実 

③歴史と文化の継承 
 歴史・文化財や郷土芸能の保存・継承等に努め、情報提供を充実していきます。 

市
の
個
別
取
組

1.郷土芸能の保存と育成 
2.指定文化財の維持・管理の充実 
3.未指定文化財の調査と文化資料の保全 
4.歴史・文化に関する情報提供の推進 
5.郷土資料の公開・活用等の充実 

【自然環境に係る指標】 

名  称 現  状 目  標 

環境緑地保護地区・保全地区 ７箇所 現状維持 

保護樹木 ６箇所 現状維持 

1人あたりの公園面積 ２０．４５㎡／人 
３８．４㎡／人 

※第1次環境基本計画 

環境に対する満

足度 

※H19 アンケー

ト調査 

緑とのふれあいの多さ ３．４４ 増加（ ）

野生の生き物との親し

みやすさ 
３．１４ 増加（ ）

川や水辺とのふれあい

の多さ 
３．１１ 増加（ ）

※満足度の得点方法：「満足」に 5 点、「やや満足」に 4 点、「普通」に 3 点、「やや不満」に 2 点、「不満」に 1 点を配点し、その合計を回答者数で割った数値



環

境

施

策

2-1澄みきった空気の保全 

取

組

項

目

①大気汚染の防止と啓発 
大気汚染を防止するための施策を講じ、定期調査から大気の汚染状況を把握し、情報とし
て公表していきます。 

市
の
個
別
取
組

1.恵庭市公害防止条例に係る届出（ばい煙、粉じん）に基づく、工場・事業者の指導
強化 
2.大気汚染（硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質）の監視・観測・緊急通報体
制の整備・充実 
3.地域のおいしい空気やかおりに対する情報の提供 

②自動車排気ガス対策の推進 
 自動車の排ガスによる大気汚染の進行に対して施策を講じ、また市民・事業者の取組みを
支援していきます。 

市
の
個
別

取
組1.電気自動車等低公害車の利用促進による排ガスの低減 

2.アイドリングストップ運動の推進に努め、市民・事業者が実施するアイドリングス

トップ運動の支援 

2-2健全な水循環の創造 

取

組

項

目

①水道水源の保全の推進 
 水道水源保全条例で指定されている漁川上流域の水道水源保全地区の水質や自然環境な
どの保全をすすめ、水道水源の保全について啓発していきます。 

市
の
個
別

取
組

1.水道水源保全の推進とPR 
2.水道水源の監視等水質管理の推進 
3.水源涵養機能を持った森林の保全 

②豊富・安全な水の確保 
 安全な水を豊富に確保できるように、施策をすすめていきます。 

市
の
個
別

取
組

1.水質の監視・観測・緊急時の通報体制の整備・充実 
2.地下水の継続的調査の実施 
3.恵庭市水道ビジョンの推進 

③排水対策と河川の水質浄化の推進 
 家庭、事業場などの排水対策を講じ、河川水質の浄化を推進していきます。 

市

の

個

別

取

組

1.工場・事業場の排水などに対し、法令に基づく特定施設の設置届出等の指導継続 
2.生活排水対策の普及・啓発 
3.ゴルフ場等における水質汚濁防止対策の推進 
4.有害化学物質の公共水域への排水規制と地下浸透の規制強化 
5.下水道の整備･接続の推進 
6.集落排水事業、合併処理浄化の推進 
7.河川や水路の自浄作用の保全 
8.水環境に配慮した農業の推進 
9.公害防止協定の締結による防止 
10.排水等による河川水質汚染事故時の対応強化 

－望ましい環境像－

＜安全で安心してくらせるまち＞



環

境

施

策

2-3静けさのあるくらしの確保 

取

組

項

目

①騒音・振動対策の推進 
騒音・振動を防止するための施策を講じ、調査から騒音・振動状況を把握し、情報として
公表していきます。 

市
の
個
別
取
組

1.騒音･振動の監視観測体制の充実 
2.工場、事業場、建設作業から発生する騒音・振動に対する指導や啓発、監視の徹底 
3.主要な道路の自動車騒音の面的評価の推進 
4.道路交通騒音低減のための植樹帯等の整備による緩和策の推進 
5.低騒音型車両や低騒音型機器の普及啓発の推進 
6.近隣騒音※に対する啓発による発生の防止や適切な指導の実施 

2-4良好なくらしの確保 

取

組

項

目

①安全な土壌環境の保全 
 安全な土壌環境を保全するために、調査・監視をすすめていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.土壌・地下水汚染の調査・監視の確立 
2.土壌・地下水汚染に関する知識や情報の提供 
3.農薬や化学肥料による農地の汚染を防止するための啓発・指導 

②悪臭防止対策の推進 
 悪臭に関する苦情などの状況に応じて、適宜施策を講じていきます。 

市
の
個

別
取
組

1.悪臭苦情に対する調査・監視の実施 

③有害化学物質対策の推進 
 有害化学物質の使用に関して、市民・事業者に注意を促すように啓発を行っていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.市民や事業者に対し、化学物質の特性や管理等に関する啓発・指導 
2.ダイオキシン類の排出削減のための監視・観測・指導 
3.ゴルフ場の農薬等の使用に関する環境保全指導要綱に基づく指導 
4.新築建築物や公共施設に対するシックハウス対策の推進 
5.既存建築物に対するアスベスト対策の推進 
6.環境ホルモン・放射性物質等に関する情報の蓄積・提供 

【地域環境に係る指標】 

名  称 現  状 目  標 

大気汚染物質 

黄金環境測定局舎 

環境基準達成 

・二酸化硫黄 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

環境基準以下 

牧場環境測定局舎 

環境基準達成 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

環境基準以下 

水質汚濁物質 
河川 

・千歳川（舞鶴橋） 

環境基準達成 

・ＢＯＤ（75％値） 
環境基準以下 

自動車騒音 

国道 環境基準達成 環境基準以下 

道道 環境基準達成 環境基準以下 

市道 環境基準未達成 環境基準以下 



環

境

施

策

3-1地球温暖化防止対策の推進 

取

組

項

目

①温室効果ガス排出抑制の推進 
 温室効果ガスの排出を抑制するため、市民・事業者に対し幅広く情報提供を行い、取組み
を促します。 

市

の

個

別

取

組

1.地球温暖化防止のための計画の策定・推進 
2.エネルギー対策マネジメントシステムの推進 
3.新エネ・省エネ協議会の設立・推進 
4.クリーンエネルギー公用車の導入の検討 
5.公共交通機関の利用促進 
6.チャレンジ２５の推進 
7.工場･事業者への二酸化炭素排出に係る啓発の推進 
8.公共施設および工場･事業場等の緑化推進 
9.温暖化防止意識の啓発の推進 
10.自転車および歩行者が利用しやすい施設整備の推進 
11.パークアンドライドの推進 

②省資源・省エネルギー対策の推進 
 省資源・省エネルギーに対する施策を講じ、地球規模での温暖化防止に貢献していきます。 

市
の
個
別
取
組

1.公共施設における省エネルギー促進 
2.職員の省エネ行動ルールの徹底 
3.クールビズ、ウォームビズの推進 
4.省エネルギー型施設･商品の導入促進 
5.省エネルギー型ライフスタイルの普及促進 
6.電気自動車・低燃費かつ低排出ガス認定車等低公害車の利用促進 
7.エコドライブ、アイドリングストップ運動の推進 
8.燃料使用の効率化や燃料転換の啓発 
9.地産地消の推進 

③新エネルギーの利用の推進 
 新エネルギーや未利用エネルギーを積極的に取入れ、市民・事業者に広く啓発していきま
す。 

市
の
個
別
取
組

1.公共施設における太陽光発電や太陽熱を利用した自然エネルギーの活用 
2.民間への太陽光発電等の普及・導入の支援 
3.バイオマスエネルギーの利活用の検討 
4.風力発電、雪氷熱エネルギー、温度差エネルギー、小水力発電などの調査・研究及
び各種助成制度等の情報提供 
5.コージェネレーションシステム（熱電併給システム）の検討 

－望ましい環境像－

＜地域から地球へ、みんなで地球を大切にするまち＞

漁川ダム下流部（水道水源保全地域）



環

境

施

策

3-2地球環境保全対策の推進 

取

組

項

目

①オゾン層破壊の防止と保護 
地球規模でのオゾン層破壊の防止に対して、市ができる取り組みを実行するだけでなく、
市民・事業者に広く啓発を行っていきます。 

市
の
個

別
取
組

1.フロン類の適正な回収、処理の啓発・指導 
2.オゾン層の保護意識の高揚・啓発 

②地球規模の森林保全への貢献 
 地球規模での森林破壊の防止に対して、市ができる取組みを実行するだけでなく、市民・
事業者に広く啓発を行っていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.環境配慮型商品の優先購入（グリーン購入）の実践 
2.再生紙の利用、ペーパーレス等の推進 
3.地球規模での森林保全の普及・啓発および市民活動の支援 
4.酸性雨、干ばつ、氷河の縮小、大雨現象などに係る情報の収集・提供 
5.恵庭市森林整備計画の推進 
6.地域材利用の推進（恵庭市地域材利用推進方針） 

【地球環境に係る指標】 

名  称 現  状 目  標 

市役所の事務・事業における二酸化炭素排

出量 

10,591t-CO2
※H21、エネルギーの使用

に伴うCO2

10,062t-CO2
※H27、エネルギーの使用に

伴うCO2

公共施設におけ

る新エネルギー

の導入 

太陽光 発電 図書館：３kW 

その他：桜町公園（6基） 

道と川の駅（5基） 

増加（ ）

熱利用   実施 

バイオマ

ス 

発電   実施 

熱利用 下水処理場：メタンガスのボ

イラー使用量 

625,766

増加（ ）

公共施設におけ

る省エネルギー

の推進 

低公害車 ハイブリッド車2台 

低燃費車2台 
増加（ ）

道路照明・防犯灯 LED化防犯灯 

306灯 増加（ ）

日常生活におけ

る環境保全の取

り組み 

※H19 アンケー

ト調査 

太陽光発電などクリー

ンエネルギーを導入し

ている 

１．０６ 

増加（ ）

環境に配慮した暖房機

器の使用を心がけてい

る 

２．２９ 

増加（ ）

※日常生活における環境保全の取り組み内容の結果の得点方法：「いつもやっている」に 3点、「やっている」に 2点、

「やっていない」に 1 点を配点し、その合計を回答者数で割った数値 



環

境

施

策

4-1廃棄物適正処理の推進 

取

組

項

目

①ごみ排出量の削減対策の推進 
 ごみに関する情報を提供し、市民・事業者によるごみ減量化の取組みを支援し、広く意識
啓発を行っていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.家庭から出るごみの減量への推進 
2.多量ごみ排出事業者に対する指導 
3.ごみ散乱防止の啓発 
4.指定ごみ袋制の実施 
5.家庭ごみの有料化 
6.地域での発生抑制活動 
7.生ごみ対策としてのコンポスターの助成金および堆肥流通システムの確立 

②廃棄物の適正な処理・処分対策の推進 
 廃棄物の適正な処理・処分対策をすすめるだけでなく、不法投棄などをなくすように廃棄
物の処理・処分に対する啓発も行っていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.最終処分場の管理強化 
2.公共事業に伴う産業廃棄物の適正処理の推進 
3.産業廃棄物の処理処分の実態把握と情報提供 
4.廃棄物処理に対する監視･指導体制の強化 
5.マニフェスト制度による産業廃棄物管理の徹底 
6.不法投棄などに対する監視･通報体制の確立 
7.不法投棄に対する監視･指導の強化 
8.不法投棄の原状回復方策の検討とその具体化 
9.適切なごみ処理システムの構築 

4-2リサイクル対策の推進 

取

組

項

目

①リサイクル社会の推進 
 リサイクルセンターを中心としたリサイクルシステムを確立し、市民・事業者へリサイク
ルの促進の必要性について啓発を行っていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.恵庭市循環型社会形成推進施策の推進 
2.各種リサイクル事業の推進 
3.公共施設で発生する廃棄物のリサイクル推進 
4.オフィス・リサイクルの推進 
5.ゼロエミッション（廃棄物ゼロ）の普及・啓発 
6.廃棄物（下水汚泥など）の有効利用促進 
7.生ごみ資源化の推進 
8.再生品・再生利用品の利用促進 
9.リサイクル商品利用の推進 
10.リサイクル品目の拡大（紙製容器包装など） 

【循環に係る指標】 

名  称 現  状 目  標 

一人一日当たりのごみ排出量 H22：５３１ｇ／日・人 H30：５１６ｇ／日・人 

リサイクル率 H22：２５．６％ H30：５０％以上 

最終処分量の低減目標値 
H13を基準として 

H22：１１７％ 

H13を基準として 

H30：２０％に削減 

（８０％削減） 

環境に対する満

足度 
※H19アンケート調査 

ごみ出し、ポイ捨てな

どのマナー 
２．６１ 増加（ ）

日常生活におけ

る環境保全の取

り組みについて 
※H19アンケート調査 

生ごみの減量に心掛

けている 
２．２１ 増加（ ）

ごみはきちんと分別

して出している 
２．９２ 増加（ ）

※目標数値は、恵庭市一般廃棄物処理基本計画より 

－望ましい環境像－
＜限りある資源を大切にし、循環に取組むまち＞



環

境

施

策

5-1環境に関する情報の充実 

取

組

項

目

①透明性の向上と信頼の確保 
 様々な環境施策に協力してもらうには、環境行政に係る信頼の確保が重要であるため、透
明性を向上します。 

市
の
個

別
取
組

1.市民目線に立った環境施策の推進 
2.コンプライアンスの確立（法令遵守） 
3.公共施設における管理マニュアルの整備・充実 

②環境情報の提供の充実 
 様々な環境問題に関する充実した情報を提供し、市民の意識向上および情報の共有化を図
っていきます。 

市
の
個
別

取
組

1.環境に関わる出前講座の開催 
2.環境保全活動に係る技術・知識等の情報提供と利用への支援 
3.市の環境白書「恵庭市の環境」の発行 
4.情報提供システム・ツールの充実 

5-2環境学習の推進 

取

組

項

目

①環境学習の推進 
 環境関連の講座やイベントの開催、歴史・文化施設などを通じて、環境学習に関する啓発
を行っていきます。 

市
の
個
別
取
組

1.環境学習による環境保全意識の啓発 
2.環境について考える機会の提供 
3.参加しやすい仕掛け作り 
4.学校教育における環境教育の支援 
5.総合学習や生涯学習などを利用した環境学習の場の創造 
6.市民による環境調査への協力 
7.郷土資料館の機能充実 

5-3協働体制づくりの推進 

取

組

項

目

①市民・事業者・市の間でのパートナーシップの確立 
 市民・事業者・市の各主体が一体となって、環境保全活動に取組める体制を確立していき
ます。 

市
の
個
別

取
組

1.民間団体のネットワークの形成と各種情報の提供 
2.環境NGO・NPOなど各種団体との協働体制の推進 
3.環境審議会の充実 
4.環境保全活動への積極的な参加 
5.市民の広場・知恵ネットバンクの活用 

②近隣市町村を含めた広域的なネットワークの形成 
 広域的な環境課題に取組むために、近隣市町村とのネットワークの形成をすすめていきま
す。 

市
の
個
別

取
組

1.地域間交流（千歳川水系水質保全連絡会議）の推進 
2.周辺市町村との環境情報ネットワークの構築 
3.周辺市町村の団体とのネットワークづくりの支援 
4.環境保全活動を推進する広域市民ネットワークへの支援 

【協働に係る指標】 

名  称 現  状 目  標 

環境に対する満

足度 
※H19アンケート調査 

市民一人ひとりの環
境に対する意識や取
り組み 

２．６７ 増加（ ）

市や事業者による環
境情報の提供 

２．６３ 増加（ ）

－望ましい環境像－
＜みんなが環境について学び、一体となるまち＞





恵庭市の環境 
－ 令和３年度版 －

令和５年3月発行 
発 行  恵 庭 市 
編 集  生活環境部生活環境課 

       〒 061－1498 北海道恵庭市京町 1番地 
TEL：0123－33－3131 内線 1142 
URL：https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/ 


